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沈

箕

載

｝

【
要
約
】
　
本
稿
は
、
近
世
か
ら
近
代
へ
の
転
換
期
で
あ
る
幕
末
期
に
お
け
る
日
本
の
対
朝
鮮
外
交
を
検
討
す
る
試
み
で
、
断
言
の
朝
鮮
政
策
の
展
開
過
程

と
そ
の
性
格
、
機
構
上
の
改
編
の
変
化
に
重
点
を
お
い
た
。
ま
ず
、
政
策
の
面
で
は
、
文
久
三
年
か
ら
元
治
元
年
前
半
期
ま
で
の
朝
鮮
服
属
政
策
の
継
続

推
進
、
元
治
元
年
後
半
期
に
至
っ
て
の
そ
の
政
策
の
見
直
し
、
そ
し
て
朝
鮮
服
属
政
策
の
な
が
れ
を
汲
む
慶
悠
三
年
の
朝
鮮
開
港
交
易
政
策
と
い
う
、
一

本
化
の
も
の
で
は
な
く
多
少
の
変
化
の
過
程
を
辿
っ
た
と
見
た
。
さ
ら
に
そ
の
朝
鮮
政
策
の
決
定
過
程
に
老
中
板
倉
勝
静
が
深
く
関
わ
っ
て
き
た
こ
と
に

注
翻
し
た
。
ま
た
こ
の
時
期
に
、
従
来
の
も
の
と
は
形
を
異
に
す
る
幕
府
機
構
上
の
改
編
（
朝
鮮
問
題
専
任
老
中
の
誕
生
、
外
圏
事
務
総
裁
に
よ
る
朝
鮮

外
交
取
扱
、
以
酎
庵
の
廃
止
に
代
わ
る
幕
府
官
僚
の
直
接
派
遣
）
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た
幕
府
に
よ
る
日
朝
外
交
関
係
の
改

編
は
、
朝
鮮
服
属
（
馬
韓
）
外
交
の
下
に
、
日
朝
外
交
一
元
化
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
前
近
代
的
東
ア
ジ
ア
外
交
か
ら
欧
米
的
外
交
へ

の
転
換
を
罎
指
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
七
巻
二
号
　
一
九
九
四
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
近
世
の
日
朝
関
係
は
、
通
信
使
制
度
を
中
心
と
し
た
基
本
的
に
対
等
な
外
交
関
係
で
あ
っ
た
。
こ
の
通
信
使
制
度
は
、
文
化
圏
（
一
八
＝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

年
を
最
後
に
し
て
、
実
質
的
に
日
本
・
朝
鮮
両
国
政
府
の
財
政
難
、
国
内
事
情
悪
化
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
近
世
的
な
蜜
朝
外
交
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

改
編
す
る
新
た
な
試
み
は
、
明
治
維
新
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
一
般
に
、
国
交
調
停
を
骨
子
と
し
て
始
ま
っ
た
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
幕
宋
期

に
お
け
る
障
本
の
対
朝
鮮
政
策
に
関
す
る
検
討
が
欠
落
し
が
ち
な
の
は
否
め
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
も
っ
と
も
幕
末
期
の
潮
鮮
政
策
に
つ
船
て
の
研
究
が
ま
る
で
な
か
の
で
臆
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
征
韓
論
と
の
関
連
や
、

対
馬
藩
の
存
在
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④

に
焦
点
を
合
わ
せ
た
考
察
に
止
ま
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
時
期
的
に
断
絶
さ
れ
た
ま
ま
論
じ
ら
れ
て
い
て
、
一
八
六
〇
年
代
の
激
変
す
る
東
ア

ジ
ア
清
勢
の
な
か
で
の
一
連
の
幕
府
の
対
朝
鮮
政
策
自
体
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
原
因

は
、
こ
の
時
期
が
近
世
日
朝
外
交
関
係
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
彩
管
政
策
に
お
い
て
顕
著
な
問
題
が
存
在
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
散
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
一
八
六
〇
年
代
と
は
、
一
八
五
四
・
一
八
五
八
年
の
欧
米
諸
国
と
の
和
親
・
通
商
条
約
締
結
以
降
、
オ
ラ
ン
ダ
・
中
国
と
の

「
通
商
」
、
朝
鮮
・
琉
球
と
の
「
通
信
偏
と
い
う
近
世
的
対
外
関
係
の
枠
組
み
が
崩
れ
、
欧
米
諸
国
と
の
関
係
を
土
台
と
す
る
外
交
秩
序
へ
の
移

行
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
日
本
を
取
り
巻
く
東
ア
ジ
ア
地
域
が
政
治
的
不
安
定
に
見
舞
わ
れ
た
時
期
で

あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ぼ
、
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
に
ロ
シ
ア
軍
艦
に
よ
る
対
馬
占
拠
事
件
、
慶
応
二
（
一
八
穴
六
）
年
に
お
け
る
朝
鮮
と
仏
・

米
間
の
紛
争
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
国
際
清
勢
の
展
開
が
あ
っ
た
時
期
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
環
境
の
下
、
幕
府
は
従
来
の
外
交
体
制
の
再
考
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
に
は
明
ら
か
に
日
本
の
対
朝
鮮
外
交
の
論
理
の

転
換
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
朝
鮮
政
策
を
め
ぐ
る
幕
府
機
構
上
の
改
編
・
幕
府
内
部
で
の
対
立
も
形
成
さ
れ
始
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

近
代
日
本
の
朝
鮮
政
策
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
時
期
の
把
握
は
欠
か
せ
な
い
。
本
稿
は
、
近
世
か
ら
近
代
へ
の
転
換
期
で
あ
る
幕
末
期

（…

ｪ
六
一
～
一
八
六
七
）
に
お
け
る
日
本
の
対
朝
鮮
外
交
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
対
馬
と
朝
鮮
を
め
ぐ
る
東

ア
ジ
ア
情
勢
と
日
本
の
国
内
情
勢
に
留
意
し
な
が
ら
、
幕
末
期
の
各
段
階
に
お
け
る
朝
鮮
政
策
の
具
体
的
展
開
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
「
の

際
に
朝
鮮
政
策
の
決
定
過
程
を
解
明
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
幕
末
期
の
老
中
板
倉
勝
静
の
政
治
的
動
向
に
注
目
し
、
各
段
階
の
政
策
の
性
格

を
究
明
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
朝
鮮
政
策
の
展
開
と
と
も
に
行
わ
れ
た
幕
府
機
構
上
の
改
編
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。

　
①
糟
谷
憲
｝
「
な
ぜ
朝
鮮
通
信
使
は
廃
止
さ
れ
た
か
1
朝
鮮
史
料
を
中
心
に
一
」
　
　
②
高
橋
秀
直
「
廃
藩
置
県
後
の
帯
磁
政
策
」
（
『
人
文
論
集
』
第
二
六
巻
第
蓋
・
四

　
　
（
『
歴
史
評
論
』
三
五
五
、
一
九
七
九
）
、
九
ペ
ー
ジ
。
荒
野
泰
典
「
朝
鮮
通
信
使
　
　
　
　
　
口
、
7
、
一
九
九
一
）
、
㎝
〇
二
～
一
〇
三
ペ
ー
ジ
。

　
　
の
終
末
…
申
維
翰
『
海
軍
録
』
に
よ
せ
て
…
」
（
『
歴
史
評
論
』
三
五
五
、
一
九
七
　
　
　
　
⑧
　
頭
洲
漁
夫
「
纂
末
の
征
韓
論
と
対
州
」
（
『
田
本
人
』
九
穴
、
一
八
九
九
）
、
山

　
　
九
）
、
七
三
ペ
ー
ジ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
宗
之
「
幕
宋
征
韓
論
の
背
景
」
（
『
日
本
歴
史
熱
～
五
五
、
　
一
九
六
一
）
、
毛
利
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豊
「
幕
宋
期
大
鳥
・
勝
・
山
田
ら
岨
面
『
征
山
留
』
の
形
成
」
（
『
駒
沢
史
学
』
二

　
七
、
一
九
八
○
）
、
松
浦
玲
「
幕
末
期
の
対
朝
鮮
論
旨
罰
愚
論
と
筏
難
論
i
」
（
『
歴

　
史
公
論
』
五
七
、
　
一
九
八
○
）
、
仲
尾
宏
「
幕
末
征
韓
論
の
系
滋
…
」
　
（
『
京
都
精
華

　
大
学
紀
要
・
木
野
評
論
』
一
六
、
一
九
八
五
、
同
氏
『
前
近
代
の
田
木
と
朝
鮮
』
、

　
一
九
八
九
、
明
石
書
店
、
に
所
収
）
。

④
　
a
田
保
橋
潔
「
李
太
王
丙
寅
洋
擾
と
日
本
圏
の
調
停
」
（
蝿
青
丘
学
際
』
一
一
、

　
一
九
三
三
、
同
氏
『
近
代
揖
朝
…
醗
係
の
研
究
』
土
、
　
九
四
〇
、
朝
鮮
総
督
府
中

　
枢
院
／
一
九
七
二
復
刻
、
宗
高
書
房
、
　
に
所
収
）
、
　
b
宗
京
奨
三
「
幕
末
の
田
韓

　
関
係
」
（
『
駿
台
史
学
』
一
九
、
一
九
六
六
）
、
c
毛
利
敏
彦
「
明
治
初
期
外
交
の

　
朝
鮮
榔
…
」
（
『
園
際
政
治
醒
五
一
、
　
一
議
八
七
四
一
、
閏
側
氏
『
明
治
山
蛭
年
政
変
の
研
四
九
』
、

　
一
九
七
八
、
有
斐
閣
、
に
皇
恩
）
、
d
上
野
隆
生
「
幕
末
・
維
新
期
の
遡
鮮
政
策

　
と
対
馬
藩
し
（
『
年
報
近
代
日
本
研
究
7
　
日
本
外
交
の
危
機
認
識
臨
、
　
九
八
五
、

山
川
出
版
桂
）
、
e
木
村
衛
也
「
幕
末
の
対
馬
藩
と
大
島
友
之
允
の
朝
鮮
進
繊
論
」

（『

ｾ
治
誰
翫
史
学
会
報
』
～
一
、
一
九
八
五
）
、
‘
仲
尾
宏
「
岡
愚
論
か
ら
征
韓

論
へ
1
元
治
元
年
「
対
馬
建
白
撚
」
を
中
心
と
し
て
一
」
（
『
京
都
芸
衛
短
期
大
学

紀
要
・
瓜
生
』
九
、
一
九
八
六
、
同
氏
前
掲
注
⑧
著
書
に
識
量
）
、
9
木
村
復
也

「
文
久
三
年
対
馬
藩
援
助
要
求
運
動
に
つ
い
て
－
日
朝
外
交
貿
易
体
制
の
矛
藺
と

朝
鮮
進
繊
論
－
」
（
『
日
本
前
近
代
の
国
家
と
対
外
関
係
』
、
一
九
八
七
、
吉
坦
弘

文
館
）
、
1
1
安
醗
昭
男
「
慶
確
期
の
幕
思
遣
韓
策
」
（
『
鎖
園
臼
木
と
国
際
交
流
駈

下
、
一
九
八
八
、
吉
用
弘
文
館
）
な
ど
諸
論
文
の
な
か
で
、
時
期
的
に
み
れ
ば
文

久
期
d
・
9
、
元
治
期
e
・
f
、
慶
応
期
a
・
b
・
c
・
d
。
h
、
素
材
的
に
み

れ
ば
対
馬
藩
に
重
点
を
お
い
た
論
考
が
d
・
e
・
f
・
9
、
幕
府
（
明
治
政
府
）

に
a
・
b
・
c
・
1
1
な
ど
で
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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1

文
久
期
朝
鮮
政
策
の
展
開

臼D

@
対
馬
を
め
ぐ
る
東
ア
ジ
ア
国
際
情
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
β
シ
ア
軍
艦
の
対
馬
占
拠
事
件
は
、
当
時
の
擬
本
に
と
っ
て
、
領
土
的
・
軍
事
的
な
危
機
が
現
実
化
し
た
事
実
と
し
て
よ
ズ
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ロ
シ
ア
軍
艦
の
対
馬
占
拠
中
に
、
朝
鮮
問
題
が
ど
う
い
う
形
で
浮
上
し
、
幕
府
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
か
に
つ
い
て
は

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
は
後
述
す
る
文
久
二
（
～
八
六
一
一
）
年
の
幕
府
機
構
上
の
改
編
や
文
久
三
年
の
幕
府
の
朝
鮮

政
策
と
も
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
る
。
本
節
で
は
、
ロ
シ
ア
軍
艦
の
対
馬
占
拠
纂
件
に
つ
い
て
、
そ
の
背
景
と
朝
鮮
問
題
の
浮
上
と
の
二
点

か
ら
考
察
す
る
。

　
ロ
シ
ア
は
、
英
国
に
対
抗
す
る
世
界
戦
略
上
、
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
に
露
清
北
京
条
約
を
結
び
、
清
国
か
ら
沿
海
州
を
割
譲
さ
せ
て
、
直

接
に
日
本
と
対
縛
す
る
形
勢
と
な
っ
た
。
そ
し
て
北
京
条
約
で
得
た
新
領
土
の
防
衛
、
朝
鮮
へ
の
侵
略
、
英
仏
の
清
国
・
朝
鮮
・
日
本
に
お
け
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⑨

る
外
交
的
活
動
の
監
視
な
ど
の
諸
事
情
か
ら
し
て
、
対
馬
は
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
も
戦
略
的
に
重
要
な
地
点
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
国
際
情
勢
の

下
で
、
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
二
月
、
ロ
シ
ア
軍
艦
に
よ
る
対
馬
占
拠
事
件
が
起
き
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
対
馬
藩
は
幕
府
と
長
崎
奉
行
に
事
件
の
経
過
を
報
告
す
る
一
方
で
、
藩
主
宗
義
和
は
、
露
艦
の
来
泊
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
事

態
に
は
一
藩
の
力
で
は
そ
の
重
荷
に
耐
え
が
た
い
と
し
て
、
移
封
内
願
書
を
提
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
幕
府
は
、
外
国
奉
行
小
心
忠
順
・
團
付

溝
口
八
十
五
郎
を
対
馬
に
派
遣
す
る
と
同
時
に
、
箱
館
奉
行
村
垣
範
正
に
も
同
地
の
露
国
領
事
ゴ
シ
ケ
ビ
ッ
チ
と
の
露
艦
退
去
交
渉
を
命
じ
た
。

し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
談
判
は
う
ま
く
い
か
な
い
ま
ま
終
っ
た
。
そ
こ
で
幕
府
は
七
月
に
入
り
駐
日
英
国
領
事
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
と
交
渉
し
、

外
国
奉
行
野
々
山
兼
寛
ら
の
対
馬
派
遣
を
決
定
し
た
。
八
月
、
英
国
提
督
ホ
…
プ
は
二
隻
の
軍
艦
を
率
い
て
対
馬
に
赴
き
、
停
泊
中
の
ロ
シ
ア

軍
艦
に
退
去
す
る
よ
う
圧
力
を
か
け
た
。

　
こ
う
し
て
ロ
シ
ア
軍
艦
は
立
ち
去
り
、
対
馬
の
危
機
は
か
ろ
う
じ
て
収
拾
さ
れ
た
。
ロ
シ
ア
軍
艦
の
対
馬
占
拠
事
件
は
や
っ
と
解
決
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
ロ
シ
ア
軍
艦
が
近
く
測
量
の
た
め
に
朝
鮮
に
赴
く
こ
と
を
告
げ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
引
き
続
い
て
幕
府
に
新
し
い
不
安
を
抱
か

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
ロ
シ
ア
軍
艦
の
対
馬
占
拠
中
、
ロ
シ
ア
側
の
朝
鮮
に
関
す
る
発
言
が
め
だ
つ
。
た
と
え
ば
文
久
元
年
五
月
二
六
日
、
藩
主
と
の
対
面
を
お
え

た
ビ
リ
レ
フ
は
、
六
月
二
日
黒
瀬
村
で
対
馬
藩
家
老
遠
位
孫
一
郎
に
対
し
「
彼
国
（
朝
鮮
…
筆
者
注
）
え
罷
越
上
京
国
主
え
対
面
、
測
量
を
も
い

　
　
　
　
　
　
③

た
し
朝
鮮
を
討
取
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
六
月
二
七
日
に
は
、
訪
れ
た
対
馬
藩
問
情
使
平
田
茂
左
衛
門
に
対
し
て
も
「
精
一
杯
対
馬
を
保
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

居
り
、
朝
鮮
も
桐
当
、
釜
山
も
桐
保
ち
」
と
発
言
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
点
か
ら
す
れ
ば
、
ロ
シ
ア
は
対
罵
の
み
な
ら
ず
朝
鮮
占
領
に
つ
い
て
も
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
こ
の
こ
と
は
、

日
本
と
朝
鮮
の
両
国
聞
を
仲
介
し
て
い
る
対
馬
藩
に
ロ
シ
ア
の
朝
鮮
侵
入
の
可
能
性
を
認
識
さ
せ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
さ
て
、
対
罵
藩
か
ら
送
ら
れ
た
状
況
報
告
書
に
基
づ
い
て
、
長
騎
奉
行
所
の
園
付
有
心
帯
刀
は
七
月
付
で
幕
府
に
対
し
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

す
な
わ
ち
、
ロ
シ
ア
軍
艦
が
朝
鮮
へ
渡
航
し
て
測
量
を
し
、
朝
鮮
国
を
服
属
さ
せ
る
な
ど
と
述
べ
て
い
る
の
は
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
朝
鮮
の
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危
機
が
日
本
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
憂
慮
を
示
し
て
い
る
。

　
ロ
シ
ア
側
の
朝
鮮
に
関
す
る
発
言
は
こ
れ
に
止
ま
ら
な
い
。
八
月
一
四
日
、
ポ
サ
ド
ニ
ッ
ク
号
艦
長
ビ
リ
レ
フ
と
ポ
サ
ド
エ
ッ
ク
母
の
退
去

命
令
を
伝
え
る
た
め
来
て
い
た
ヲ
ブ
リ
チ
ニ
ッ
ク
号
の
艦
長
セ
リ
ワ
ノ
ブ
両
人
は
、
黒
瀬
村
駐
留
の
長
崎
奉
行
所
の
使
者
中
台
信
太
郎
の
旅
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
訪
れ
た
際
に
、
「
新
来
之
船
将
セ
リ
ワ
ノ
ブ
に
は
、
不
日
測
量
と
し
て
朝
鮮
国
江
罷
越
候
二
枚
、
通
詞
万
乗
組
被
下
方
中
台
江
相
頼
置
候
」

と
朝
鮮
語
の
通
訳
を
求
め
て
い
る
。

　
一
方
ポ
サ
ド
ニ
ヅ
ク
号
が
退
議
す
る
ほ
ぼ
一
ヶ
月
前
の
七
月
一
九
日
、
江
芦
で
は
外
国
御
用
取
扱
老
中
安
藤
対
馬
守
か
ら
対
馬
藩
留
守
居
役

へ
呼
び
出
し
が
か
か
り
、
「
御
国
表
碇
泊
之
露
西
亜
船
追
々
不
容
易
事
柄
等
申
立
に
付
、
尚
又
追
々
役
々
被
差
遣
潮
間
、
点
点
虚
者
厚
勘
弁
致

し
穏
に
申
論
概
偏
よ
う
に
と
伝
え
た
。
同
月
二
〇
日
、
幕
府
は
外
国
奉
行
野
々
山
丹
後
守
兼
寛
、
御
目
付
小
笠
原
摂
津
守
広
業
、
勘
定
吟
味
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

立
田
録
正
直
ら
を
対
馬
へ
派
遣
す
る
こ
と
に
決
し
、
謡
言
退
去
の
交
渉
と
、
開
港
す
る
仮
定
の
下
に
対
馬
の
地
理
等
の
調
査
任
務
を
課
し
た
。

　
聡
の
問
題
へ
の
幕
府
の
対
応
は
こ
う
し
た
経
過
を
た
ど
る
が
、
こ
う
し
た
時
期
に
幕
府
は
対
朝
鮮
外
交
の
あ
り
方
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
認

識
を
も
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
外
国
奉
行
野
々
山
丹
後
守
ら
は
、
文
久
二
年
二
月
付
で
「
対
馬
国
畠
中
見
分
仕
兇
込
之
趣
申
上
等
書
付
」
を
幕
府
に
提
出
し
た
。
こ
こ
に
は

彼
ら
の
朝
鮮
問
題
に
対
す
る
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
近
年
は
殊
に
日
朝
貿
易
が
停
滞
し
て
い
る
こ
と
（
①
）
、
朝
鮮
側
の
倭
館
に

対
す
る
不
合
理
な
取
扱
が
あ
る
こ
と
（
②
）
な
ど
か
ら
、
幕
府
が
直
接
使
節
を
派
遣
し
、
日
朝
間
の
貿
易
に
関
す
る
諸
規
定
を
変
更
す
る
ほ
う
が

良
い
の
で
は
な
い
か
（
③
）
、
と
述
べ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
変
更
は
、
朝
鮮
側
が
容
易
に
受
け
入
れ
な
い
恐
れ
が
あ
り
得
る
こ
と
を

指
摘
し
、
幕
初
以
来
の
関
係
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
閥
題
が
発
生
し
得
る
こ
と
も
指
摘
す
る
（
④
）
。
し
た
が
っ
て
、
日
朝
関
係
の
改

編
は
時
期
を
み
て
行
な
う
必
要
が
あ
る
（
⑤
）
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
即
ち
、
ロ
シ
ア
軍
艦
に
よ
る
対
馬
占
拠
事
件
を
契
機
に
し
て
、
幕
府
自
ら
が
対
朝
鮮
外
交
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
こ
う
と
す
る
様
子
が
窺

え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ぼ
、
当
特
の
幕
府
に
お
い
て
、
対
朝
鮮
外
交
の
あ
り
方
の
再
検
討
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
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と
で
あ
る
。

図
　
幕
府
機
講
上
の
改
編
工

幕末期の幕府の糊鮮政策と機溝の変化（沈）

　
先
述
し
た
対
朝
鮮
外
交
の
あ
り
方
の
再
検
討
は
、
具
体
的
に
は
ま
ず
ど
う
い
う
形
で
現
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
近
世
を
通
し
て
、
幕
府
内
部
で
対
朝
鮮
外
交
を
担
当
し
て
い
た
の
は
朝
鮮
人
来
聰
御
用
掛
で
あ
っ
た
。
こ
の
役
職
は
、
朝
鮮
通
信
使
聰
礼
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

本
決
ま
り
に
な
る
と
一
圓
に
限
っ
て
任
命
し
、
儀
礼
終
了
と
同
時
に
辞
任
す
る
と
い
う
、
臨
時
職
・
兼
職
の
特
徴
を
有
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
安
政
五
年
四
月
に
老
中
の
職
務
分
担
が
取
り
決
め
ら
れ
、
堀
田
正
睦
が
外
国
御
用
取
扱
と
し
て
対
外
関
係
全
般
を
総
括
し
て
い
る
が
、
「
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

政
五
戊
午
年
…
…
（
中
略
）
…
…
朝
鮮
御
用
御
関
御
蓋
中
中
御
座
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
の
段
階
で
は
、
朝
鮮
問
題
を
専

門
と
す
る
老
中
が
不
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
後
対
外
条
約
の
調
印
に
よ
り
貿
易
が
開
始
さ
れ
、
外
国
関
係
の
事
務
が
繁
忙
と
な
っ

た
た
め
に
外
国
奉
行
の
設
置
さ
れ
る
安
政
五
年
七
月
の
段
階
で
も
、
対
外
関
係
専
任
役
人
・
専
門
部
局
の
職
務
に
は
全
く
朝
鮮
関
係
は
含
ま
れ

て
い
な
い
。
対
朝
鮮
外
交
に
関
し
て
は
従
来
通
り
、
朝
鮮
人
来
聰
御
用
掛
体
制
で
対
応
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
文
久
元
年
の
即
シ
ア
軍
艦
の
対
馬
占
拠
事
件
の
影
響
を
う
け
た
文
久
二
年
、
や
や
変
化
の
兆
し
が
見
え
始
め
る
。

　
　
　
　
　
⑫

　
　
（
史
料
1
）

　
　
壬
戌
四
月
十
九
日

　
　
外
国
御
用
取
扱

　
　
朝
鰯
爾
御
隙
取
扱
　
　
　
　
大
和
守
（
久
世
広
周
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紀
伊
守
（
内
藤
信
親
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
豊
前
守
（
松
平
信
義
）

　
　
外
国
御
用
取
扱
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韓
灘
瞬
御
用
取
扱

外
国
御
用
取
扱

和
泉
守
（
水
野
忠
精
）

　
　
朝
鮮
國
御
用
取
扱
　
　
　
　
周
防
守
（
板
倉
勝
静
）

　
　
山
狛
大
和
守
殿
よ
り
’
奥
江
出
、
…
同
十
二
R
［
洛
囚
下
ル

　
　
来
ル
廿
四
日
と
極

　
　
　
　
　
⑬

　
　
（
史
料
2
）

　
　
壬
戌
四
月
廿
四
日

　
　
申
達
候
書
付

　
　
朝
鮮
人
来
聰
之
御
用
、
対
馬
守
代
被
抑
付
旨
被
仰
出
之
　
　
　
　
和
泉
守
（
水
野
忠
精
）

　
　
冶
於
御
用
部
屋
紀
伊
守
申
達
老
中
列
坐

　
　
右
物
心
如
叩
上
ル
　
御
嵐
鮒
掛
也

　
　
　
一
同
御
浸
三
二
罷
出
候
節
、
和
泉
守
御
宅
申
上
之

　
右
の
（
史
料
1
）
は
老
中
の
職
務
分
担
を
取
り
決
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
先
述
の
安
政
五
年
四
月
と
比
べ
て
み
れ
ば
、
外
国
御
用
取
扱
と
い
う

職
務
の
上
に
朝
鮮
国
御
用
取
扱
の
職
務
が
新
し
く
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
ま
た
（
史
料
2
）
で
は
、
水
野
忠
精
が
朝
鮮
人
来
聰

御
用
掛
老
中
と
し
て
別
に
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
朝
鮮
人
云
云
御
用
掛
老
中
と
は
別
に
朝
鮮
国
御
用
・
取
扱

を
任
務
と
す
る
老
中
が
初
め
て
出
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
老
中
板
倉
勝
静
は
、
文
久
二
年
以
降
慶
応
期
に
か
け
て
、
幕
府
の
朝
鮮
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

策
の
樹
立
と
決
定
に
最
も
影
響
力
を
有
し
た
中
心
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
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文
久
三
年
の
朝
鮮
服
属
政
策

本
節
で
は
、
文
久
三
年
に
お
け
る
対
馬
藩
の
補
助
要
求
に
対
し
て
と
ら
れ
た
幕
府
の
措
置
を
通
し
て
、
文
久
期
の
幕
府
の
朝
鮮
政
策
を
検
討



幕末期の幕府の朝鮮政策と機構の変化（沈）

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
①
対
馬
藩
の
補
助
要
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
対
罵
藩
の
補
助
要
求
運
動
は
、
文
久
二
年
九
月
当
時
尊
撰
路
線
を
と
る
長
州
藩
と
の
同
盟
成
立
を
機
に
、
長
州
藩
の
協
力
を
得
つ
つ
、
幕
府

を
始
め
と
す
る
諸
方
面
へ
本
格
的
な
折
衝
に
入
っ
た
。
そ
の
際
に
対
馬
藩
内
に
お
い
て
最
も
積
極
的
だ
っ
た
の
が
藩
士
大
島
友
之
允
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
大
島
は
文
久
三
年
五
月
一
二
擬
、
幕
府
へ
提
出
し
た
征
韓
願
書
で
幕
府
補
助
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
注
目
を
集
め
る
の
は
以

下
の
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
は
補
助
要
求
論
理
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
貿
易
不
振
に
よ
る
外
交
業
務
遂
行
の
困
難
等
を
理
由
に
幕
府
へ
補
助
を
求
め

た
従
来
の
論
理
と
は
異
な
っ
て
、
こ
こ
で
は
欧
米
列
強
に
よ
る
朝
鮮
侵
入
以
前
に
朝
鮮
を
服
属
さ
せ
る
た
め
に
、
ま
ず
誠
意
・
信
義
に
よ
る
交

渉
を
行
い
、
交
渉
決
裂
の
際
に
は
武
力
行
使
を
す
る
、
と
い
う
二
段
階
交
渉
戦
略
が
唱
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
も
の
を
実
現
す
る
た
め
に
幕

府
の
補
助
が
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
危
機
認
識
の
深
刻
さ
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
軍
艦
に
よ
る
対
馬
占
拠
と
い
う
苦
境
に
立
た
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

れ
た
経
験
の
あ
る
対
馬
藩
に
と
っ
て
、
露
・
仏
両
国
に
よ
る
朝
鮮
占
領
云
々
と
い
う
事
態
は
大
き
な
気
掛
か
り
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

が
っ
て
こ
こ
に
お
け
る
補
助
要
求
と
い
う
の
は
、
対
馬
藩
の
財
政
的
危
機
を
克
服
す
る
た
め
の
単
純
な
ポ
ー
ズ
と
い
っ
た
意
味
に
と
ど
ま
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　
②
幕
府
の
対
応

　
こ
う
し
た
願
書
提
出
を
う
け
た
幕
府
は
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
対
馬
・
朝
鮮
問
題
へ
の
幕
府
の
対
応
は
、
政
治
情
勢
が
益
々
不
安
定
に
な
っ
て
い
く
文
久
三
年
の
四
月
以
降
に
本
格
化
す
る
。
そ
の
際
対
馬

藩
の
要
求
は
、
当
然
幕
府
上
層
部
と
の
接
触
を
必
要
と
す
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
ま
ず
桂
小
五
郎
の
紹
介
で
接
触
し
た
の
は
、
尊
撲
派
か
ら

評
判
の
い
い
老
中
板
倉
勝
静
の
政
治
ブ
レ
ー
ン
の
儒
者
山
田
方
谷
で
あ
っ
た
。
元
来
山
田
は
、
欧
米
列
強
の
東
ア
ジ
ア
進
出
に
先
ん
じ
て
近
隣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

諸
国
を
攻
取
る
べ
き
だ
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
征
極
論
、
征
韓
論
弁
を
打
ち
出
し
て
い
る
大
陸
侵
略
論
者
で
あ
っ
た
。
山
導
は
大
島
友
之
允
か
ら

幕
府
へ
提
出
す
る
征
韓
願
書
の
添
削
を
依
頼
さ
れ
え
こ
と
が
あ
る
。
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こ
う
し
た
山
凪
の
斡
旋
で
、
者
中
板
倉
勝
静
と
対
馬
藩
と
の
接
触
も
姶
ま
ヶ
た
ひ
文
久
三
年
四
月
三
日
い
長
州
藩
世
子
定
器
と
対
馬
藩
主
宗

義
達
は
将
軍
家
茂
に
拝
謁
し
、
そ
れ
ぞ
れ
対
馬
防
禦
の
任
務
の
撤
回
と
幕
府
に
よ
る
高
一
〇
万
石
支
給
の
必
要
性
と
対
馬
濁
情
・
防
備
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
必
要
性
の
説
明
を
行
っ
た
。
将
軍
か
ら
は
「
篤
と
致
熟
考
へ
く
」
と
の
直
筈
が
あ
り
、
詳
細
は
老
中
ら
の
評
議
に
よ
る
こ
と
と
す
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

命
令
が
下
さ
れ
た
。
同
月
五
臼
、
老
中
水
野
忠
精
は
、
対
馬
防
備
を
長
州
と
九
州
諸
藩
に
負
担
さ
せ
る
方
針
を
表
明
し
た
。
ま
た
長
州
藩
か
ら

対
馬
藩
へ
の
高
一
〇
万
石
支
給
お
よ
び
軍
艦
・
大
小
銃
貸
与
要
求
に
対
し
て
は
、
「
当
節
御
用
途
多
候
」
と
し
て
五
千
両
貸
与
に
止
ま
り
、
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

艦
大
小
銃
の
件
は
拒
絶
し
た
。
隠
岐
・
佐
渡
・
研
豆
七
島
お
よ
び
京
都
の
警
衛
、
そ
し
て
将
軍
上
洛
の
多
額
の
出
費
等
を
理
由
に
挙
げ
た
の
で

あ
る
。

　
幕
府
が
全
体
と
し
て
支
出
を
抑
制
す
る
姿
勢
を
見
せ
る
な
か
、
老
中
板
倉
勝
静
は
対
馬
・
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
顕
著
に
違
う
一
面
を
見
せ
た
。

す
な
わ
ち
板
倉
は
、
四
月
二
〇
日
、
将
軍
上
洛
中
の
京
都
で
対
馬
藩
士
大
島
ら
の
訪
問
を
う
け
、
対
馬
兵
備
手
当
・
朝
鮮
服
属
問
題
を
め
ぐ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
突
っ
込
ん
だ
話
を
交
わ
し
た
宋
、
「
朝
鮮
国
躰
情
探
索
扁
の
内
命
を
達
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
の
間
、
対
馬
・
朝
鮮
問
題
に
積
極
的
な
関
心
を
見
せ
て
い
た
幕
吏
が
い
る
。
軍
艦
奉
行
並
勝
海
舟
で
あ
る
。
勝
は
五
月
一
日
、
大

坂
城
（
当
時
将
軍
大
坂
滞
在
）
の
幕
議
で
征
韓
の
急
務
を
主
張
し
た
。
老
中
ら
は
は
じ
め
耳
を
傾
け
た
が
、
五
月
＝
一
日
対
馬
藩
か
ら
征
韓
願
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
た
同
月
一
五
日
二
条
城
の
評
議
で
は
、
勘
定
奉
行
・
目
付
か
ら
異
見
が
出
さ
れ
、
決
定
は
見
送
ら
れ
た
。

　
こ
う
し
た
動
き
の
中
で
、
同
月
一
八
日
・
二
二
日
、
大
島
が
勝
を
訪
れ
る
。
そ
し
て
幕
府
が
「
征
韓
の
大
儀
」
を
決
定
で
き
な
か
っ
た
こ
と

に
対
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
「
事
機
喪
失
」
の
可
能
性
を
排
除
し
え
な
い
と
の
懸
念
を
表
明
し
た
。
こ
れ
を
う
け
て
勝
は
同
月
二
三
葭
、
大
坂
城

に
滞
在
中
の
老
中
板
倉
を
訪
れ
、
　
「
征
韓
の
御
沙
汰
偏
の
下
命
を
申
し
立
て
た
の
で
あ
る
。

　
勝
海
舟
の
訪
問
の
三
日
後
に
あ
た
る
五
月
二
六
β
、
京
都
二
条
城
に
お
い
て
老
中
板
倉
勝
静
か
ら
宗
対
馬
守
に
命
令
が
出
さ
れ
る
。
そ
の
内

容
は
次
の
四
点
に
集
約
さ
れ
る
。
欧
米
列
強
が
朝
鮮
に
足
場
を
設
け
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
た
め
、
日
本
が
年
来
の
信
義
に
基
づ
い
て
援
助

の
た
め
出
兵
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
軍
事
力
に
よ
っ
て
服
属
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
（
①
）
。
し
か
し
、
対
馬
藩
は
元
々
兵
食
欠
乏
の
国
柄
で
粒
米
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不
足
は
賜
ら
か
な
の
で
、
多
妻
手
当
と
し
て
三
万
石
を
年
三
回
に
分
け
て
支
給
す
る
。
辺
境
防
備
と
陽
力
を
充
実
さ
せ
、
国
威
を
海
外
に
発
揚

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
（
②
）
。
万
一
そ
の
効
果
が
出
な
か
っ
た
折
は
、
追
加
処
置
も
あ
り
う
る
（
③
）
。
軍
艦
器
械
貸
与
の
問
題
は
、
追
っ
て

指
示
す
る
（
④
）
。
そ
し
て
こ
の
④
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
六
月
三
日
、
昌
光
丸
の
貸
与
を
許
可
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
同
じ
六
月
三
日
、
老
中
板
倉
は
勝
海
舟
に
対
し
、
対
馬
藩
へ
の
軍
艦
貸
与
と
、
勝
の
対
馬
渡
海
、
場
舎
に
よ
っ
て
は
軍
艦
を
率
い
て
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

鮮
近
海
を
巡
航
し
事
情
探
索
を
行
な
う
よ
う
命
じ
た
。

　
以
上
を
踏
ま
え
て
、
文
久
三
年
の
朝
鮮
政
策
の
展
開
を
次
の
如
く
整
理
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
（
イ
）
　
幕
府
の
朝
鮮
服
属
方
針
が
出
る
ま
で
に
は
、
老
中
板
倉
の
政
治
顧
問
で
あ
っ
た
山
雨
と
軍
艦
奉
行
勝
海
舟
の
周
旋
が
あ
り
、
そ
う
し

た
も
の
を
う
け
た
佐
幕
撰
夷
論
者
老
中
板
倉
勝
静
の
積
極
的
な
主
張
が
あ
っ
た
。

　
（
ロ
）
　
老
中
板
倉
は
、
幕
府
内
部
（
勘
定
奉
行
・
目
付
ら
）
で
の
反
対
を
押
し
切
っ
た
上
で
、
朝
鮮
服
属
政
策
を
決
定
し
た
。
そ
れ
は
、
勅
許

遵
奉
に
よ
っ
て
幕
府
の
挽
回
を
試
み
よ
う
と
す
る
彼
の
政
治
姿
勢
と
矛
盾
し
な
い
。

　
（
ハ
）
　
こ
れ
は
、
文
久
元
年
の
ロ
シ
ア
軍
艦
の
対
馬
占
拠
事
件
以
来
、
欧
米
列
強
に
よ
る
朝
鮮
占
拠
と
い
う
朝
鮮
で
の
危
機
発
生
が
、
対
馬

の
み
な
ら
ず
日
本
の
危
機
に
直
結
す
る
と
い
う
対
朝
鮮
認
識
か
ら
出
発
し
た
。
そ
こ
に
は
、
ま
ず
信
義
に
よ
る
事
情
探
索
・
交
渉
を
行
い
、
交

渉
決
裂
の
場
合
朝
鮮
服
属
を
欧
米
列
強
よ
り
先
に
実
行
し
た
い
と
い
う
幕
府
の
戦
略
上
の
意
図
も
窺
え
る
。

　
（
二
）
　
こ
の
暗
期
に
お
け
る
対
馬
藩
に
対
す
る
給
米
の
支
給
は
、
か
つ
て
朝
鮮
私
貿
易
の
断
絶
を
理
由
に
、
安
永
五
年
以
降
補
助
金
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

毎
年
幕
府
が
対
馬
藩
に
＝
一
〇
〇
〇
両
を
与
え
て
来
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
大
き
な
変
化
で
あ
る
。
ま
た
朝
鮮
事
情
の
探
索
の
た
め
に
幕
臣
（
勝

海
舟
）
を
朝
鮮
に
派
遣
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
も
こ
れ
ま
で
に
無
か
っ
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
す
れ
ぼ
、
今
ま
で
対
馬
藩
に
委
ね
ら
れ
て
き
た

朝
鮮
と
の
関
係
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
従
来
の
慣
行
に
拘
泥
せ
ず
、
幕
府
に
よ
る
対
朝
鮮
関
係
を
推
進
し
て
行
き
た
い
と
い
う
積
極
的
姿
勢

の
反
映
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
文
久
年
聞
は
日
朝
外
交
関
係
改
編
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
①
井
上
清
「
ふ
た
つ
の
愛
園
主
義
と
国
際
主
義
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
＝
二
七
、
一
　
　
九
五
｝
）
、
一
ぺ
…
ジ
。
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②
　
ロ
シ
ア
軍
艦
の
対
罵
占
拠
事
件
に
聞
し
て
は
高
田
利
門
口
「
幕
宋
露
艦
の
鰐
馬
占

　
擦
」
（
『
歴
史
地
理
』
四
三
の
～
、
一
九
倉
庫
）
、
禰
津
正
志
「
文
久
元
年
聞
合
ポ

　
サ
ド
ニ
ッ
タ
の
対
馬
占
擦
に
就
い
て
」
（
『
法
と
経
済
』
二
の
二
・
三
，
四
、
…
九

　
三
輝
）
、
菱
谷
武
平
簿
顕
憲
－
対
馬
寮
件
の
頴
宋
」
（
『
講
諸
本
史
学
臨
　
三
、
　
一

　
九
鶯
一
）
、
阿
一
蔀
光
四
輪
「
仙
赫
調
戯
期
B
一
露
閲
圃
係
」
（
『
熊
本
外
交
由
人
研
究
臨
、
　
一
九
六
〇
、

　
有
斐
閣
）
、
日
野
清
三
郎
『
幕
末
に
お
け
る
対
馬
と
英
露
』
（
長
正
統
校
訂
、
～
九

　
六
八
、
爽
京
大
漏
出
機
会
）
な
ど
に
詳
し
い
。

③
『
開
醗
起
源
『
巻
中
、
一
七
三
六
ペ
ー
ジ
（
勝
安
芳
、
一
八
九
三
、
富
内
省
蔵
版
）
。

④
　
「
異
船
手
続
書
」
日
野
前
掲
油
②
著
需
よ
り
再
引
用
。

⑤
前
「
掲
注
③
、
一
七
五
三
ペ
ー
ジ
。

⑥
　
　
「
御
家
記
編
輯
材
料
」
日
野
前
掲
注
②
著
書
よ
り
蒋
引
用
。
こ
の
件
は
長
崎
奉

　
行
所
使
者
中
台
信
太
郎
よ
り
対
馬
に
蒼
い
た
外
国
奉
行
野
々
由
丹
後
守
に
報
告
さ

　
れ
、
野
々
山
は
こ
れ
を
幕
府
に
報
告
し
た
。
前
掲
注
③
、
一
七
九
一
ペ
ー
ジ
。

　
　
…
…
（
前
略
）
…
…
猶
又
、
玄
人
鵬
航
之
後
、
セ
リ
ワ
ノ
フ
儀
、
朝
鮮
闘
え
罷

　
　
越
候
慮
に
て
、
朝
鮮
遜
講
貸
呉
候
長
岡
人
よ
り
遮
て
申
立
馬
競
共
、
其
儀
は
再

　
　
応
理
解
之
上
相
．
断
熔
断
、
…
…
（
後
略
）
…
…

⑦
　
　
「
魯
西
亜
船
浅
茅
湾
来
泊
二
付
公
儀
御
役
人
追
々
御
下
向
記
録
」
日
野
前
掲
注

　
②
箸
脅
よ
り
再
引
用
。

⑧
　
前
掲
油
③
の
一
七
九
八
～
一
八
○
○
ペ
ー
ジ
。

⑨
　
池
内
敏
「
朝
鮮
信
使
大
坂
聖
地
聴
礼
計
画
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三

　
一
一
瓢
ハ
、
　
一
九
九
〇
）
、
　
轟
ハ
五
ペ
ー
ジ
。

⑩
　
『
幕
宋
外
国
関
係
文
書
』
二
十
、
二
一
〇
～
二
一
一
ペ
ー
ジ
（
一
九
二
〇
、
束

　
大
史
料
編
纂
所
）
。

⑪
　

「
朝
鮮
通
借
事
曲
扮
一
件
」
五
、
九
六
六
ぺ
…
ジ
（
『
輝
輝
通
信
全
覧
』
類
輯
之
部
　
謡

　
七
、
一
九
八
七
、
雄
松
堂
出
版
）
（
以
下
「
朝
鮮
事
務
一
件
）
と
略
称
す
）
。
「
朝

　
鮮
事
務
一
件
」
は
文
化
四
年
よ
り
慶
応
三
年
・
に
至
る
纂
府
の
対
朝
鮮
外
交
に
関
す

　
る
記
録
で
あ
る
。

⑫
　

「
朝
鮮
事
務
7
件
扁
二
、
八
七
霊
ペ
ー
ジ
。

⑬
　
陶
右
八
七
～
ペ
ー
ジ
。
前
掲
注
⑫
、
注
⑭
の
二
つ
の
史
料
に
つ
い
て
は
池
内
敏

　
氏
よ
り
ご
教
示
を
得
た
。

⑭
文
久
二
年
沼
月
、
い
わ
ゆ
る
久
世
・
安
藤
政
権
が
破
産
し
た
後
に
、
幕
閣
の
中

　
心
と
な
っ
た
の
は
、
板
倉
勝
静
で
あ
っ
た
。
坂
倉
勝
静
の
経
歴
と
政
治
的
立
場
に

　
つ
い
て
、
こ
こ
で
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
板
倉
勝
静
は
、
嘉
永
二
年
穴
月
、
ま

　
ず
卵
赫
政
参
与
へ
の
第
丁
歩
た
る
奏
者
番
に
就
任
、
安
政
四
年
に
寺
社
奉
行
を
兼
帯

　
す
る
。
寺
社
奉
行
に
就
任
し
て
ま
も
な
く
安
藝
六
年
二
月
に
罷
免
さ
れ
て
し
ま
う

　
〔
三
上
昭
美
「
舳
赫
末
老
中
の
政
治
的
基
盤
…
板
倉
勝
静
の
質
量
…
」
（
『
歴
史
教
育
』

　
通
巻
第
一
四
九
口
写
、
　
一
九
六
轟
ハ
）
、
　
一
L
七
～
一
八
ペ
ー
ジ
〕
。
M
取
倉
勝
静
は
土
響
社
奉

　
行
罷
免
か
ら
、
約
二
年
ぶ
り
に
寺
社
奉
行
に
再
任
し
、
文
久
二
年
三
月
～
菰
日
老

　
中
職
に
忌
避
さ
れ
、
同
年
四
月
一
九
臼
に
最
初
の
対
朝
鮮
外
交
専
門
の
朝
鮮
圏
御

　
翔
取
扱
老
中
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
さ
て
、
元
治
元
年
六
月
一
八
日
に
罷
免
さ
れ
る
ま
で
、
文
久
期
の
幕
閣
の
中
心

　
と
し
て
幕
政
の
中
枢
に
参
与
で
き
た
老
中
板
倉
勝
静
は
、
ど
の
よ
う
な
政
治
的
立

　
場
を
有
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
嘉
永
四
年
の
米
使
ペ
リ
の
来
航
に
際
し
て
、

　
「
語
意
決
弼
御
m
用
無
之
御
国
法
御
貫
に
相
成
候
様
、
…
…
（
中
賂
）
…
…
時
宜
に

　
寄
戦
争
と
可
胴
成
候
』
〔
『
山
田
方
谷
全
集
』
第
猛
冊
、
～
七
九
五
ペ
ー
ジ
（
山
田

　
準
編
纂
、
一
九
五
一
、
山
田
方
谷
全
集
刊
行
会
）
（
以
下
『
山
田
全
集
』
と
略
称

　
す
）
〕
と
述
べ
た
り
、
文
久
二
年
頃
の
勝
静
の
乎
控
に
、

　
　
日
本
之
国
風
万
圏
と
違
ひ
、
天
子
之
命
を
一
毛
も
不
背
仕
来
に
而
、
若
背
候
も

　
　
の
有
之
候
へ
ば
、
麟
中
之
者
必
閂
差
免
人
気
之
処
、
外
醗
和
親
交
易
之
儀
、
天

　
　
子
之
意
に
不
応
、
一
切
拒
絶
之
、
詔
有
之
候
土
は
、
逆
も
是
迄
条
約
之
通
難
被

　
　
行
、
此
盤
に
残
遣
候
得
ば
い
か
様
引
立
乱
も
門
生
、
…
…
（
中
略
）
…
…
当
時

　
　
開
港
三
ケ
虜
共
早
々
引
払
、
一
人
も
不
相
睡
眠
幌
糠
致
候

　
と
撲
夷
に
つ
い
て
記
し
て
あ
る
（
『
山
田
全
集
』
第
三
冊
、
一
七
九
九
ぺ
…
ジ
）
。

　
　
ま
た
板
倉
の
撰
夷
に
対
す
る
考
え
方
は
、
文
久
三
年
二
月
頃
に
将
軍
象
含
に
、
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幕工期の幕府の朝鮮政策と機構の変化（沈）

　
　
今
般
御
上
洛
之
御
主
意
天
朝
御
遵
奉
之
盛
典
た
る
儀
者
勿
論
之
御
飾
に
御
座
候

　
　
得
共
、
御
入
洛
鼠
鴛
向
御
急
務
は
式
事
に
無
上
、
昨
冬
勅
容
被
相
済
解
毒
夷
～
大

　
　
事
に
有
之
…
…
（
中
略
）
…
…
断
然
御
勇
決
之
上
、
御
在
洛
中
直
に
拒
絶
之
応

　
　
接
に
及
…
…
（
中
略
）
…
…
承
伏
不
仕
時
者
、
速
に
戦
争
之
御
覚
悟
御
極
被
遊

　
　
候
儀
、
即
今
般
第
一
之
酬
要
務
と
奉
存
候
、
右
大
繭
御
分
珊
之
上
者
、
応
接
戦

　
　
争
之
方
略
に
於
蒲
撫
町
程
も
議
論
講
究
讐
被
為
在
は
元
よ
り
の
事
に
紳
座
礁
、

　
　
強
大
段
御
蒲
溺
無
之
、
万
　
緩
添
方
に
属
し
候
議
論
と
相
成
候
時
は
、
其
中
よ

　
　
リ
種
々
之
惑
を
生
じ
、
終
に
は
開
圏
和
親
に
紛
ら
は
敷
審
も
趨
り
、
天
下
之
人

　
　
心
疑
惑
を
生
じ
、
恐
多
茂
勅
命
迄
不
嫁
信
様
之
事
に
及
巌
巌
は
、
天
地
爵
晦
皇

　
　
国
之
立
候
文
は
無
韻
桐
成
可
申
と
恐
鼻
面
至
に
恵
存
候
、
…
－
（
後
略
）
…
－

　
と
あ
る
（
『
山
田
全
集
臨
第
三
冊
、
一
八
〇
二
～
一
八
〇
三
ペ
ー
ジ
）
。

　
　
要
す
る
に
、
老
中
板
倉
玉
楼
の
政
治
的
立
場
は
、
国
論
の
統
一
と
幕
府
の
土
台

　
を
再
確
立
す
る
た
め
に
は
、
撰
夷
の
即
時
実
行
が
不
可
避
で
あ
る
、
と
い
う
点
に

　
貫
か
れ
て
い
た
。

⑮
　
木
村
（
9
）
は
じ
め
注
④
論
文
。

⑯
V
　
　
「
朝
鮮
面
革
一
件
」
　
四
、
　
九
二
八
～
九
一
二
〇
ペ
ー
ジ
。

⑰
　
　
『
木
戸
孝
允
文
書
一
』
、
　
二
八
一
一
　
ペ
ー
ジ
（
豊
本
史
籍
協
会
編
、
　
一
九
八
五
、

　
東
京
大
学
出
版
会
）
。
文
久
二
年
十
二
月
十
四
日
対
馬
落
士
大
島
友
之
允
宛
の
木

　
戸
孝
允
の
書
簡
の
中
に
、

　
　
…
…
（
前
略
）
…
…
欧
羅
田
に
而
匹
婦
年
佛
夷
朝
鮮
江
兵
艦
を
差
向
己
が
領
轄

　
　
と
致
さ
ん
事
を
相
謀
り
、
且
朝
鮮
之
柔
弱
を
蔑
視
し
兵
卒
さ
へ
差
向
候
得
は
、

　
　
干
父
に
血
ぬ
ら
ず
し
て
己
が
有
と
相
成
候
な
ぞ
申
誇
屑
候
由
、
専
ら
風
聞
に
承

　
　
知
仕
候
趣
網
話
申
出
、
朝
鮮
に
事
あ
り
候
節
は
一
7
5
よ
り
神
州
に
も
可
関
係
之
儀

　
　
に
候
得
と
も
、
無
実
は
其
中
点
劉
之
御
近
境
に
も
有
之
候
に
付
、
三
分
明
之
話

　
　
に
は
候
得
ど
も
強
壮
敢
入
御
耳
鐙
申
候
、
頓
着

　
　
す
な
わ
ち
、
木
戸
が
仏
圏
の
朝
鮮
侵
入
の
可
能
性
に
つ
い
て
対
罵
藩
士
大
島
に

　
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
。

⑯
　
毛
利
は
じ
め
に
注
③
論
文
、
七
一
～
七
三
ぺ
…
ジ
。

⑲
　
　
『
山
田
全
集
』
第
一
冊
、
　
七
九
。
へ
ー
ジ
。

⑳
　
　
『
周
布
政
う
嶋
助
一
広
』
τ
点
ぜ
、
　
四
㎜
ロ
八
～
四
五
一
ペ
ー
ー
ジ
　
（
一
・
九
七
七
、
　
富
念
鼠
山
人

　
学
娼
版
会
）

⑳
⑳
V
　
隣
右
閃
ハ
五
一
二
～
四
五
四
ペ
ー
ジ
。

（
⑯
　
　
「
朝
鮮
事
務
～
件
」
四
、
九
二
七
ペ
ー
ジ
。

　
　
「
将
軍
灘
悔
御
ト
｛
洛
中
於
山
隠
下
働
脚
警
語
甲
板
倉
闘
凹
防
守
様
へ
対
州
丘
ハ
備
偬
御
手
当
轟
カ
ツ
」

　
　
儀
二
付
、
家
来
大
島
友
之
允
・
樋
口
謙
之
亮
参
上
候
処
、
御
目
通
被
仰
付
、
朝

　
　
鮮
圏
躰
情
探
索
之
御
内
命
被
仰
達
」

　
　
詞
月
二
七
臼
、
大
坂
滞
在
中
の
老
中
板
倉
は
、
対
馬
藩
士
大
島
か
ら
幕
吏
の
対

　
馬
下
向
を
要
請
さ
れ
た
。

⑭
　
渋
沢
栄
一
『
徳
川
慶
喜
偉
勲
』
4
、
　
～
四
ぺ
…
ジ
（
一
九
六
八
、
平
凡
社
）
。

　
「
海
舟
n
書
記
1
」
、
　
五
一
～
六
一
ペ
ー
ジ
。
　
一
血
月
一
閥
日
対
馬
藻
…
十
｛
大
島
が
徒
韓
　
願

　
書
を
持
参
し
て
勝
海
舟
を
訪
れ
、
征
韓
に
つ
い
て
勝
と
協
議
し
、
翌
岡
月
一
五
日

　
に
勝
が
登
城
し
て
征
韓
の
大
儀
を
説
解
し
た
が
、
俗
吏
翼
々
、
皆
不
岡
意
で
あ
っ

　
た
。
（
『
勝
海
舟
全
集
』
一
八
、
勝
部
真
長
・
松
本
三
之
介
・
大
口
勇
次
郎
編
、
一

　
九
七
二
、
動
草
書
房
）
（
以
下
「
海
舟
日
記
」
と
略
称
す
）
。
末
松
謙
澄
『
防
長

　
回
天
史
』
第
三
三
下
、
閥
三
五
ぺ
…
ジ
。
こ
こ
で
、
具
体
的
に
異
見
の
内
容
が
ど

　
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
史
料
の
限
界
上
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
勘

　
定
奉
行
・
受
付
が
閣
老
の
老
中
と
共
に
、
幕
政
の
実
権
を
握
る
要
職
で
あ
る
こ
と

　
と
、
当
時
の
幕
府
が
「
京
都
の
幕
閣
」
と
「
江
戸
の
留
守
幕
閣
」
と
に
分
裂
し
て

　
い
て
、
こ
の
「
江
戸
の
幕
閣
」
を
支
持
し
て
い
た
の
は
、
幕
府
内
部
の
実
力
派
吏

　
僚
層
（
勘
定
奉
行
・
肖
付
）
で
あ
る
こ
と
〔
田
中
彰
『
明
治
維
新
政
治
史
研
究
輪
、

　
一
〇
油
皿
～
　
〇
五
ペ
ー
ジ
（
一
九
山
ハ
一
瓢
、
蹴
目
木
激
同
店
）
〕
を
鋼
噂
慮
に
入
れ
る
し
臨
尊
撰

　
派
に
対
す
る
強
硬
派
（
開
国
派
）
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑮
　
　
「
朝
鮮
事
務
一
件
」
四
、
九
三
九
ぺ
…
ジ
。
『
松
菊
木
戸
公
伝
』
上
、
二
八
六

　
ペ
ー
ジ
（
一
九
二
七
、
明
治
書
院
）
。
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⑯
　
「
海
舟
日
詑
」
、
七
九
ペ
ー
ジ
ひ

⑰
　
岡
右
六
五
ペ
ー
ジ
。
「
朝
鮮
事
務
一
件
」
閥
、
九
三
」
ペ
ー
ジ
。
「
朝
鮮
当
務
一

■

元
治
期
の
朝
鮮
政
策
の
展
開

⑱
　　件
　　一
コ
朝附
鮮録
事　、

務九
一　ノ、

件二
一　　　。
　　へ
四　1
、ジ

九　。

九
ペ
ー

ジ
　o
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元
治
期
に
関
し
て
は
、
今
ま
で
対
馬
藩
に
重
点
を
置
い
た
論
考
は
あ
っ
た
が
、
幕
府
に
重
点
を
置
い
て
書
か
れ
た
も
の
は
全
く
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
国
内
政
治
情
勢
の
変
化
と
と
も
に
微
妙
に
変
化
す
る
元
治
元
（
…
八
六
四
）
年
の
幕
府
の
朝
鮮
政
策
の
展
開

過
程
を
、
文
久
三
年
の
朝
鮮
服
属
政
策
の
延
長
線
上
に
あ
る
朝
鮮
政
策
の
展
開
と
、
そ
の
見
直
し
の
二
点
に
分
け
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

q
Q
朝
鮮
政
策
の
展
開

　
①
対
馬
藩
士
の
要
講

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
元
治
元
年
二
月
一
八
日
、
老
中
水
野
忠
精
か
ら
対
馬
藩
を
介
し
て
以
酎
庵
に
次
の
よ
う
な
達
書
が
下
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
朝
鮮
国
情
探
索

の
た
め
の
勝
の
対
馬
下
向
は
、
従
来
の
対
朝
鮮
外
交
運
営
方
式
に
拘
ら
ず
、
時
宜
に
適
し
た
措
置
で
応
接
方
を
簡
潔
に
済
ま
せ
、
勝
は
用
務
先

の
長
崎
か
ら
直
接
対
馬
に
向
う
予
定
で
あ
る
こ
と
を
通
達
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
幕
府
か
ら
長
崎
出
張
命
令
を
受
け
た
勝
は
二
月
一
〇
日
に
京
都
を
出
発
、
同
月
二
三
日
長
崎
に
到
着
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
勝
は
、
長
崎
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
用
務
の
終
り
次
第
、
早
急
に
上
京
す
る
よ
う
幕
府
か
ら
指
導
さ
れ
た
。
勝
は
四
月
四
日
長
崎
を
出
立
し
て
同
一
四
日
京
都
に
着
き
、
同
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

日
に
至
っ
て
幕
府
か
ら
正
式
に
摂
海
の
警
衛
等
の
こ
と
で
下
坂
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
、
当
初
に
は
す
ぐ
実
現
す
る
か
に
み
え
た

朝
鮮
国
情
探
索
の
た
め
の
勝
の
対
馬
下
向
は
、
国
内
事
情
の
た
め
暫
く
猶
予
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
一
方
五
月
＝
二
日
、
滞
在
中
の
老
中
水
野
よ
り
大
島
友
之
允
に
対
し
、
朝
鮮
国
御
用
の
た
め
江
戸
に
出
府
す
る
よ
う
に
と
の
命
令
が
下
さ
れ

⑤た
。
大
島
は
、
五
月
と
七
月
の
二
度
に
わ
た
っ
て
、
老
中
水
野
に
対
し
て
口
上
書
を
提
出
し
た
。
こ
の
う
ち
五
月
二
〇
日
に
提
出
し
た
口
上
書



幕末期の幕府の朝鮮政策と機梅の変化（沈）

で
は
、
文
久
三
年
夏
の
幕
府
決
定
が
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
点
に
若
干
不
予
を
述
べ
な
が
ら
、
速
や
か
に
襲
職
問
題
に
取
り
組
む
べ
き
必
要
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
七
月
八
日
に
提
出
し
た
口
上
書
で
は
、
欧
米
列
強
が
朝
鮮
に
侵
入
す
る
前
に
幕
府
が
朝
鮮
を
服
従
さ
せ
る
べ

き
だ
と
す
る
基
本
認
識
の
点
で
、
五
月
二
〇
日
の
口
上
書
と
共
通
に
し
な
が
ら
も
、
勝
に
専
ら
朝
鮮
御
用
を
委
任
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を

補
完
す
る
幕
府
要
路
の
役
人
を
朝
鮮
御
用
に
あ
て
て
ほ
し
い
。
ぞ
う
す
れ
ば
、
朝
鮮
渡
海
の
折
に
朝
鮮
と
の
交
渉
上
の
駆
引
に
も
役
立
つ
だ
ろ

う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
役
人
の
対
馬
下
向
の
時
期
は
、
九
月
か
一
〇
月
の
う
ち
に
願
い
た
い
、
と
具
体
的
に
明
示
し

て
要
望
し
て
い
る
。

　
八
月
目
入
っ
て
も
幕
吏
の
対
馬
下
向
実
現
の
た
め
に
、
対
馬
藩
の
藩
士
ら
は
依
然
と
し
て
根
強
い
動
き
を
見
せ
て
い
る
。
八
月
三
日
、
藩
士

樋
口
謙
之
亮
と
多
田
荘
蔵
は
神
戸
滞
在
中
の
勝
を
訪
れ
、
同
一
一
日
に
は
大
島
が
勝
に
書
簡
を
送
り
、
そ
の
中
で
「
伏
韓
の
事
」
を
急
速
に
企

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
た
い
、
そ
の
上
に
勝
の
費
府
を
待
つ
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
＝
一
日
目
は
藩
士
青
木
晟
次
郎
が
勝
を
訪
れ
、
「
征
韓
の
事
」
を
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
同
じ
年
の
一
〇
月
、
大
島
は
そ
れ
ま
で
度
々
行
な
っ
て
来
た
上
申
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
「
朝
鮮
国
御
用
件
建
白
書
」
を
幕
吏
向
山

　
　
　
　
　
　
　
⑩

栄
五
郎
に
提
出
し
た
。
建
白
書
は
、
朝
鮮
に
対
す
る
基
本
姿
勢
を
表
す
序
文
と
七
つ
の
具
体
策
の
本
文
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
最
も

注
目
さ
れ
る
の
は
本
文
の
第
一
策
で
あ
る
。
内
容
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
前
半
に
お
い
て
は
全
体
と
し
て
近
世
に
お

け
る
両
国
交
際
の
規
則
は
「
膠
素
懐
図
」
で
日
本
に
と
っ
て
は
合
わ
な
い
所
も
あ
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
後
半
で
は
［
旧
制
」
を
撤
廃
す
る
こ

と
は
容
易
で
は
な
い
こ
と
だ
が
、
是
非
速
や
か
に
改
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
差
し
当
た
っ
て
取
り
掛
か
る
べ
き
も
の
は
両
国

の
使
節
を
お
互
い
の
国
都
に
通
交
さ
せ
、
外
交
使
節
の
み
な
ら
ず
両
国
民
を
も
自
由
に
通
行
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
対
馬
藩
自
身
が
従
来
の
体
制
の
改
革
を
外
交
・
貿
易
両
面
か
ら
求
め
て
い
る
こ
と
に
注
臣
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
②
幕
府
の
対
応

　
幕
府
で
は
、
こ
う
し
た
口
上
書
や
建
白
書
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
幕
府
は
、
元
治
元
（
　
八
六
顯
）
年
七
月
一
三
日
付
で
阿
部
豊
後
守
世
外
を
新
た
に
朝
鮮
問
題
担
当
老
中
に
任
命
し
、
老
中
水
野
和
泉
守
忠
精
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⑪

と
と
も
に
任
務
に
あ
た
る
よ
う
指
示
し
た
。
ま
た
一
〇
月
一
三
日
付
で
諏
訪
因
幡
守
忠
誠
を
朝
鮮
問
題
担
妾
老
中
格
に
任
命
し
、
す
で
に
任
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

さ
れ
て
い
る
老
中
水
野
・
阿
部
と
と
も
に
朝
鮮
問
題
に
取
り
組
む
よ
う
指
示
す
る
。
さ
ら
に
＝
月
二
〇
日
付
で
松
平
周
防
守
康
英
に
老
中
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

野
と
同
様
朝
鮮
問
題
を
取
扱
う
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
人
事
は
、
文
久
二
年
四
月
以
来
老
中
水
野
と
と
も
に
朝
鮮
問
題
担
当

老
中
と
し
て
活
躍
し
、
元
治
元
年
六
月
一
八
翁
付
で
罷
免
さ
れ
た
老
中
板
倉
周
防
守
勝
静
に
代
わ
る
補
強
人
事
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
一
方
七
月
一
三
日
に
、
老
中
水
野
は
大
園
付
神
保
伯
番
守
・
御
目
付
石
野
民
部
に
対
し
「
朝
鮮
国
御
用
」
を
取
り
扱
う
よ
う
指
示
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
神
保
・
石
野
の
両
名
は
、
職
務
多
端
の
た
め
江
声
に
滞
在
せ
ざ
る
を
え
ず
、
実
際
に
対
馬
へ
赴
い
て
の
事
情
探
索
の
効
果
は
期
待

で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
幕
府
は
九
月
二
七
日
・
一
〇
月
初
試
写
の
二
度
に
わ
た
っ
て
、
黛
付
向
山
栄
五
郎
・
外
国
奉
行
菊
池
伊
予
守
に
「
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

鮮
事
情
探
索
の
た
め
の
対
馬
下
向
命
令
」
を
歯
し
た
。
そ
し
て
幕
府
は
九
月
二
八
日
、
朝
鮮
御
用
用
意
手
当
と
し
て
「
百
俵
」
の
支
給
を
命
じ
た
。

　
以
上
元
治
元
年
前
半
期
の
動
き
を
小
括
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
老
中
板
倉
の
政
治
的
失
脚
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
老
中
水
野
を
中
心
に
し
た
幕
閣
が
朝
鮮
問
題
担
当
の
上
層
部
の
入
れ
替
え
人
事
の

実
施
と
実
務
レ
ベ
ル
で
の
幕
吏
の
対
馬
下
向
を
決
定
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
二
男
の
幕
閣
は
、
処
理
す
べ
き
諸
般
事
項
が
山
積
し
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
比
較
的
朝
鮮
問
題
に
高
い
関
心
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
処
理
に
迅
速
な
行
動
を
も
っ
て
対
応
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
発
治
元
年
一
〇
月
（
ま
た
は
一
一
月
）
段
階
ま
で
の
幕
府
の
朝
鮮
政
策
は
、
朝
鮮
服
属
を
掲
げ
る
文
久
三
年
の
幕
府
朝
鮮
政
策
の
延
長

線
上
に
立
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
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鋤
朝
鮮
政
策
の
見
直
し

　
元
治
元
年
後
半
期
に
お
け
る
幕
府
の
対
朝
鮮
政
策
の
見
直
し
は
、
い
か
な
る
政
局
の
下
で
ど
の
よ
う
な
対
応
で
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
文
久
三
年
後
半
か
ら
元
治
元
年
後
半
ま
で
は
、
い
わ
ゆ
る
八
月
一
八
日
の
政
変
・
禁
門
の
変
・
第
一
次
征
長
の
役
・
四
国
連
合
艦
隊
の
下
関

政
撃
と
い
う
相
次
ぐ
政
局
の
変
転
の
連
続
で
あ
っ
え
。
文
久
二
年
三
月
一
五
日
老
中
と
し
て
幕
閣
に
登
場
し
て
以
来
、
ず
っ
と
幕
欄
を
リ
ー
ガ



裂末期の幕府の朝鮮政策と機構の変化（沈）

し
て
来
た
板
倉
の
政
治
曲
基
盤
は
・
文
久
三
年
九
月
以
後
に
は
段
々
落
ち
始
め
た
と
い
ゆ
そ
の
結
果
・
板
倉
は
幕
政
の
中
心
か
ら
外
ざ
れ
・

一
二
月
二
七
日
将
軍
第
二
回
入
洛
の
際
に
は
、
留
守
役
を
命
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
文
久
三
年
八
月
一
八
日
の
政
変
に
よ
り
京
都
か
ら
追
わ
れ
た
長
州
藩
は
、
勢
力
挽
回
の
た
め
の
出
兵
を
決
議
し
朝
議
を
一
変
さ
せ
よ

う
と
し
た
が
、
元
治
元
年
七
月
一
九
日
の
禁
門
の
変
と
な
り
、
大
敗
を
被
り
本
国
に
敗
走
し
た
。
し
か
し
長
州
藩
の
御
所
へ
向
っ
て
の
発
砲
は
、

幕
府
に
征
長
の
た
め
の
恰
好
の
口
実
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
七
月
二
三
藏
幕
府
は
、
長
州
藩
征
討
の
朝
命
を
獲
得
し
、
同
二
四

日
に
諸
藩
に
出
兵
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
政
局
の
展
開
は
、
幕
府
の
対
朝
鮮
政
策
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
勝
海
舟
の
八
月
コ
ニ
日
付
大
島
宛
の
書
簡
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

は
「
対
藩
は
大
に
嫌
忌
も
可
有
之
、
今
少
々
御
見
合
せ
可
然
候
」
と
あ
る
。
対
馬
藩
は
幕
府
か
ら
忌
避
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
暫
く
朝
鮮
問

題
を
見
合
わ
せ
る
の
が
望
ま
し
い
と
い
う
忠
告
で
あ
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
が
ら
も
、
そ
う
し
た
影
響
が
窺
え
る
。

　
そ
う
し
た
政
治
情
勢
が
引
き
続
き
展
開
さ
れ
る
元
治
元
年
一
〇
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
、
幕
府
内
部
で
は
「
朝
鮮
御
処
置
」
を
め
ぐ
っ
て

次
の
よ
う
な
意
見
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
文
久
三
年
の
朝
鮮
服
属
政
策
決
定
は
、
妾
時
の
撲
夷
鎖
港
政
策
の
一
環
と
し
て
行
な

わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
形
勢
の
一
変
し
た
現
段
階
で
は
見
直
し
す
る
必
要
が
あ
る
（
①
）
。
外
夷
を
朝
鮮
か
ら
退
け
る
こ
と
及
び
清
朝
の
属
国

の
朝
鮮
を
武
力
で
服
従
さ
せ
る
こ
と
は
、
国
内
の
事
情
か
ら
不
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
は
各
国
に
不
信
の
念
を
抱
か
せ
外
国
か
ら

日
本
を
ね
ら
う
素
地
を
開
き
か
ね
な
い
（
②
）
、
な
に
よ
り
も
長
州
の
撰
夷
と
対
馬
の
朝
鮮
処
概
と
は
表
裏
一
体
の
も
の
で
、
全
く
採
用
す
る
余

地
は
な
い
（
③
）
、
と
に
か
く
朝
鮮
処
置
は
長
州
問
題
が
一
段
落
つ
く
ま
で
棚
上
げ
す
る
（
④
）
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
こ
う
し
た
見
解
は
、
菊
池
伊
予
守
と
同
様
に
対
馬
下
向
が
す
で
に
決
ま
っ
て
い
た
開
国
派
の
目
付
向
山
栄
五
郎
の
意
向
に
も
見
ら
れ
る
。
向

山
の
見
解
の
骨
子
は
、
「
禁
門
の
変
」
の
発
生
で
征
伐
命
令
が
出
さ
れ
た
上
、
天
下
の
形
勢
が
昨
夏
と
は
一
変
し
た
か
ら
、
対
馬
処
置
の
問
題

は
長
州
平
定
後
ま
で
見
送
り
、
そ
の
後
幕
府
に
よ
る
朝
鮮
開
港
交
易
政
策
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
申
立
書
提
出
を
汽
、
・
け
て
、
勘
定
所
で
は
｝
，
対
馬
処
置
の
件
」
に
関
す
る
評
議
を
行
い
、
同
年
一
一
月
末
頃
、
勘
定
奉
行
松
平
対
馬
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⑳

守
・
小
栗
上
野
介
ら
を
中
心
に
、
そ
の
評
議
案
を
答
申
し
た
。
す
な
わ
ち
、
勘
定
所
側
の
答
申
は
、
対
馬
藩
家
来
大
島
友
之
允
の
対
馬
へ
の
帰

国
、
慶
応
元
年
か
ら
対
馬
藩
へ
の
兵
溝
型
三
万
石
を
廃
し
手
当
金
壱
万
弐
千
両
に
復
す
、
な
ど
が
主
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
対

馬
藩
へ
の
年
々
三
万
石
の
支
給
は
、
僅
か
二
年
間
で
中
断
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　
幕
府
は
勘
定
所
か
ら
の
答
申
に
基
づ
い
て
、
元
治
元
年
一
二
月
中
に
、
天
下
変
革
（
長
州
逆
謀
．
謙
伐
命
令
）
の
理
由
を
あ
げ
、
文
久
三
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

幕
府
決
定
の
棚
上
げ
と
大
島
に
対
す
る
帰
藩
の
命
令
を
達
し
た
。

　
以
上
本
節
に
お
け
る
考
察
か
ら
、
元
治
元
年
後
半
期
の
幕
府
の
朝
鮮
政
策
の
展
開
は
、
次
の
如
く
整
理
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
（
イ
）
　
朝
鮮
服
属
政
策
の
推
進
着
で
あ
る
と
同
階
に
最
大
の
後
押
し
老
で
あ
っ
た
老
中
板
倉
勝
静
、
軍
艦
奉
行
勝
海
舟
ら
の
相
次
ぐ
政
治
的

失
脚
と
、
折
し
も
天
下
変
革
（
長
州
逆
謀
・
高
野
命
令
）
が
起
こ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
撰
夷
運
動
の
面
で
長
州
藩
と
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
た
対

罵
藩
は
長
州
連
座
の
罪
に
問
わ
れ
、
朝
鮮
政
策
も
見
直
し
を
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
（
ロ
）
　
朝
鮮
問
題
の
長
州
平
定
後
ま
で
の
一
時
棚
上
げ
論
は
、
幕
府
内
部
の
開
国
派
に
よ
る
長
州
藩
・
対
馬
藩
に
対
す
る
嫌
忌
に
由
来
し
て

い
た
。

　
（
ハ
）
　
今
後
の
対
朝
鮮
外
交
関
係
に
つ
い
て
、
朝
鮮
開
港
交
易
政
策
へ
の
転
換
の
見
通
し
が
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
後
述
の
慶
応
期
の
朝

鮮
政
策
の
展
開
を
考
え
て
み
る
際
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。

①
　
　
「
朝
隠
州
事
務
一
件
」
　
四
、
　
九
一
一
＝
ペ
ー
ジ
。

②
　

「
海
舟
日
記
」
、
　
一
五
一
一
～
一
五
六
ペ
ー
ジ
。

③
同
好
　
五
九
ペ
ー
ジ
。

④
　
　
閲
閥
右
一
六
八
ペ
ー
ジ
。

⑤
　

「
刺
…
鮮
事
序
励
一
蕉
門
照
、
九
一
ニ
ニ
ペ
…
ジ
。
さ
ら
に
岡
月
二
四
羅
に
は
、
老
中
・

　
水
野
ら
の
連
名
で
、
江
戸
留
守
老
中
の
老
中
板
倉
ら
に
大
島
の
江
戸
出
府
に
つ
い

　
て
の
申
進
み
が
あ
っ
た
。

　
℃
か
し
纂
府
は
評
議
の
末
、
大
島
を
荘
戸
に
呼
び
回
せ
、
一
応
評
映
の
上
、
潮

鮮
へ
渡
ら
せ
る
こ
と
は
、
時
闊
の
か
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
機
会
も
後
れ
る
可
能
性

も
あ
る
か
ら
、
朝
鮮
問
題
に
速
や
か
に
取
り
掛
か
る
た
め
に
は
、
大
坂
に
て
遡
鮮

御
用
を
取
扱
い
、
探
索
か
な
ど
速
や
か
に
手
を
下
す
の
が
然
る
べ
き
と
い
う
結
論

に
至
り
、
門
圃
月
～
六
日
撒
伽
坂
瀞
老
中
絡
…
瀬
四
井
聯
艦
螺
木
．
頭
よ
り
大
島
に
、
繊
府
…
ぜ
ず
に
大

坂
に
て
御
用
を
取
扱
う
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ち
ょ
う
ど
同
月
一

五
日
、
将
軍
の
東
帰
が
発
令
さ
れ
、
同
月
　
六
日
老
中
ら
を
は
じ
め
勝
も
随
行
し

て
大
坂
を
出
帆
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
、
火
坂
で
の
御
用
取
扱
上
の
指
図
困
難
、

勝
の
対
馬
下
北
遅
延
、
創
れ
か
下
胸
．
詣
潤
の
必
要
性
の
台
頭
な
ど
の
遮
旨
で
、
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幕
閣
は
再
々
評
議
の
末
、
同
月
一
八
日
置
中
水
野
よ
り
大
島
に
「
朝
鮮
国
御
用
之

義
二
付
而
者
、
涯
戸
表
へ
相
越
不
及
、
大
坂
表
二
二
取
扱
候
様
相
達
羅
候
へ
共
、

右
者
最
前
根
達
候
通
掘
心
得
、
再
成
丈
差
急
江
戸
表
へ
罷
越
、
取
扱
候
様
可
致
旨
、

可
達
事
」
と
い
っ
た
趣
旨
の
江
戸
出
府
再
命
令
を
下
し
、
さ
ら
に
江
戸
到
着
の
上

　
は
朝
鮮
聞
応
唱
豪
老
中
板
倉
よ
り
朝
鮮
御
事
に
つ
い
て
指
図
を
受
け
る
よ
う
指
示

　
し
て
い
る
。
〔
「
朝
鮮
事
務
一
件
」
三
、
八
九
七
ぺ
…
ジ
。
淀
⑤
と
岡
じ
〕

⑥
　
　
「
朝
鮮
事
務
一
件
」
三
、
八
九
八
～
八
九
九
ペ
ー
ジ
。

⑦
「
朝
鮮
事
務
一
件
」
四
、
九
三
二
～
九
三
三
ぺ
…
ジ
。
前
掲
注
⑤
の
五
月
一
八

　
日
付
の
老
中
水
野
か
ら
の
江
戸
出
府
再
命
令
に
応
じ
て
、
六
月
九
日
着
漏
し
た
大

　
島
は
、
そ
の
日
と
同
月
二
日
両
度
に
わ
た
っ
て
軍
艦
奉
行
（
五
月
一
四
日
に
任

　
命
さ
れ
た
）
勝
を
訪
れ
、
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
意
見
を
交
わ
し
た
後
、
老
中
水
野
か

　
ら
言
わ
れ
た
通
り
老
中
板
倉
に
朝
鮮
御
用
に
つ
い
て
直
接
指
図
を
仰
ご
う
と
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
老
中
板
倉
は
幕
府
内
都
の
権
力
闘
争
に
敗
れ
、
六
月
一
八
ヨ
罷
免
さ

　
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
島
と
し
て
は
、
い
ま
ま
で
幕
府
内
部
で
老
中
板
倉
を
大

　
い
に
頼
り
に
し
て
き
た
の
で
、
彼
の
退
職
は
少
な
く
な
い
衝
撃
で
あ
っ
た
と
思
わ

　
れ
る
。
〔
『
山
田
全
集
』
第
三
冊
、
一
九
〇
七
ペ
ー
ジ
〕
し
か
し
な
が
ら
、
大
島
は

　
こ
れ
に
失
望
せ
ず
、
頻
り
に
も
う
一
人
の
朝
鮮
問
題
担
当
老
申
水
野
ら
に
周
旋
を

　
・
喧
し
立
て
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

⑧
「
海
舟
日
記
」
、
二
〇
二
～
二
〇
四
ペ
ー
ジ
。

⑨
同
右
二
〇
五
ペ
ー
ジ
。

⑩
　
　
門
朝
鮮
事
務
一
件
扁
三
、
九
〇
九
～
九
一
六
ペ
ー
ジ
。
「
同
」
酉
、
九
一
九
～

　
九
二
七
ペ
ー
ジ
、
ま
た
『
山
限
全
集
』
第
三
冊
、
一
九
　
○
～
…
九
一
八
ペ
ー
ジ

慶
応
期
の
朝
鮮
政
策
の
展
開

　
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
少
々
字
句
上
の
差
が
あ
る
。

⑪
　
　
「
朝
鮮
事
務
一
件
扁
　
一
一
一
、
　
九
〇
〇
ペ
ー
ジ
。

＠
　
隅
右
九
〇
七
ペ
ー
ジ
。

⑬
V
　
　
驚
朝
一
律
事
務
一
件
」
　
闘
、
　
九
世
一
五
ペ
ー
ジ
。

⑭
　
　
「
朝
鮮
事
務
一
件
偏
三
、
九
〇
五
・
九
〇
九
ペ
ー
ジ
。
「
同
」
㎎
、
九
三
三
ぺ

　
…
ジ
、
「
岡
」
附
録
、
九
八
二
ペ
ー
ジ
。

⑮
「
朝
鮮
事
務
…
件
」
三
、
九
〇
四
～
九
〇
六
ペ
ー
ジ
。

⑯
田
村
栄
太
郎
『
板
倉
伊
賀
守
』
（
一
九
四
一
、
三
元
社
）
、
＝
一
～
二
三
ぺ
…
ジ
。

⑰
　
頭
潴
は
じ
め
に
注
③
論
文
、
一
六
ニ
ペ
ー
ジ
。
ま
た
大
島
の
八
月
一
一
日
付
の

　
勝
海
舟
宛
の
書
翰
で
も
「
長
藩
の
暴
挙
」
を
難
じ
て
い
る
。
前
掲
注
②
、
二
〇
四

　
ぺ
…
ジ
。

⑱
「
朝
鮮
品
種
一
件
」
四
、
九
三
三
～
九
三
四
ペ
ー
ジ
。
こ
れ
は
朝
鮮
購
情
探
索

　
の
た
め
に
対
馬
下
向
が
予
定
さ
れ
て
い
た
外
国
奉
行
菊
地
伊
予
守
の
意
向
だ
と
思

　
わ
れ
る
。

⑲
同
右
上
四
一
～
九
四
二
ペ
ー
ジ
。

　
　
向
山
栄
五
郎
は
、
文
久
元
年
七
月
外
国
奉
行
野
々
山
兼
寛
に
従
っ
て
対
馬
へ
行

　
き
、
露
艦
退
帆
の
後
を
巡
視
し
た
こ
と
が
あ
る
。
文
久
三
年
五
月
鼠
付
と
な
っ
た

　
が
、
老
中
小
笠
原
長
行
の
卒
兵
上
京
事
件
に
加
担
し
た
と
し
て
、
老
中
板
倉
勝
静

　
に
よ
り
開
顯
派
と
目
さ
れ
て
同
年
八
月
罷
免
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
元
治
元
年

　
九
月
目
付
と
し
て
再
任
さ
れ
た
。

⑳
同
右
脳
四
二
～
九
四
三
ペ
ー
ジ
。

⑳
同
右
九
四
三
～
九
四
四
ペ
ー
ジ
。
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本
章
で
は
、
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
に
発
生
し
た
朝
鮮
と
仏
・
米
間
の
紛
争
を
素
材
に
幕
府
の
対
応
を
考
察
し
、
そ
の
対
応
を
通
し
て
幕
府
　
卿



が
対
朝
鮮
外
交
の
あ
り
方
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
か
、
結
果
的
に
ど
の
よ
う
な
方
向
が
採
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
を
検

討
し
て
み
た
い
。
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ω
　
朝
鮮
を
め
ぐ
る
東
ア
ジ
ア
国
際
情
勢
と
幕
府
の
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ま
ず
紛
争
の
背
景
と
経
過
の
概
要
を
述
べ
る
。

　
高
宗
が
幼
少
の
た
め
摂
政
と
し
て
全
権
を
掌
握
し
た
大
倉
君
（
国
王
の
実
父
の
称
号
）
が
摂
政
の
地
位
に
あ
っ
た
一
〇
年
間
（
一
八
六
三
～
一
八

七
三
）
は
、
と
り
わ
け
対
外
的
に
厳
し
い
局
面
に
あ
た
っ
て
い
た
。
そ
の
一
つ
は
す
で
に
国
内
に
か
な
り
浸
透
し
て
い
た
天
主
教
の
隠
題
で
あ

る
。
そ
の
対
処
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
仏
国
の
武
力
干
渉
を
誘
発
し
か
ね
な
い
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
た
。

　
さ
て
、
そ
の
可
能
性
は
つ
い
に
大
飾
君
が
慶
応
二
年
正
月
か
ら
天
主
教
大
弾
圧
（
丙
寅
教
難
）
に
踏
み
切
る
こ
と
に
よ
り
現
実
化
さ
れ
た
。
逮

捕
か
ら
免
れ
清
の
芝
果
に
至
っ
た
仏
宣
教
師
リ
ゲ
ル
の
報
告
（
宣
教
師
虐
殺
真
絹
・
残
り
宣
教
師
二
名
の
救
出
要
請
）
に
接
し
た
駐
清
仏
艦
隊
司
令
官

ρ
ー
ズ
と
代
理
公
使
ベ
ロ
ネ
…
は
、
朝
鮮
に
艦
隊
を
派
遣
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
ロ
ー
ズ
は
同
年
八
月
一
〇
日
、
ま
ず
探
索
遠
征
を
行
な
い
、

続
い
て
清
国
お
よ
び
日
本
の
横
浜
に
駐
屯
す
る
兵
力
と
軍
艦
七
隻
か
ら
な
る
遠
征
艦
隊
を
編
成
し
た
。
九
月
三
日
、
首
都
漢
城
へ
の
水
路
と
な

っ
て
い
る
漢
江
の
河
口
に
あ
る
江
華
島
に
上
陸
し
、
首
都
を
制
圧
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
通
津
府
文
殊
山
城
、
江
華
島
鼎
足
山
域
の
戦
闘
に

敗
北
し
て
、
一
〇
月
＝
一
臼
清
国
の
芝
果
、
上
海
、
日
本
の
横
浜
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
揚
げ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
丙
寅
洋
擾
で
あ
る
。

　
ま
た
慶
応
二
年
に
は
、
米
商
船
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
シ
ャ
ー
マ
ン
号
焼
打
ち
事
件
が
発
生
す
る
。
同
年
七
月
、
米
商
船
が
通
商
交
易
を
求
め
て
大

同
江
を
遡
っ
て
平
壌
近
く
ま
で
侵
入
し
た
。
そ
し
て
朝
鮮
と
の
戦
闘
の
末
、
つ
い
に
同
月
二
六
臼
、
朝
鮮
側
の
火
攻
作
戦
に
よ
っ
て
焼
打
ち
さ

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
朝
鮮
政
府
は
仏
、
米
に
よ
る
武
力
的
開
国
通
商
の
要
求
に
対
し
、
断
乎
た
る
錦
蔦
懐
夷
策
を
も
っ
て
対
処
し
た

こ
と
が
分
る
。
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幕
府
は
こ
う
し
た
紛
争
の
調
停
を
企
図
し
た
。
そ
の
た
め
に
幕
府
は
朝
鮮
へ
の
使
簸
派
遣
策
を
た
て
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
政
策
の
計
画
か

ら
頓
挫
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
次
に
検
討
し
た
い
。

　
①
　
使
節
派
遣
の
計
画

　
長
州
平
定
後
ま
で
の
一
時
棚
上
げ
論
に
よ
っ
て
幕
府
の
主
要
外
交
課
題
か
ら
遠
の
い
て
い
た
朝
鮮
問
題
は
、
慶
応
元
年
一
〇
月
二
三
日
、
板

　
　
　
　
　
　
　
　
②

倉
の
老
中
職
へ
の
再
任
と
、
折
し
も
慶
応
二
年
朝
鮮
で
の
朝
鮮
と
仏
・
米
粒
の
紛
争
事
件
の
発
端
を
機
に
再
び
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
浴
び
る
こ

と
に
な
っ
た
。
老
中
職
に
再
任
し
た
板
倉
伊
賀
守
は
後
述
の
五
局
制
度
の
中
心
者
と
な
っ
て
、
将
軍
慶
喜
と
慶
応
期
幕
政
中
墨
の
当
事
者
の
一

人
と
し
て
活
躍
す
る
一
方
、
朝
鮮
使
節
派
遣
に
つ
い
て
も
引
続
き
指
揮
を
執
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
朝
鮮
と
仏
・
米
間
の
紛
争
が
公
に
な
っ
た
の
は
、
慶
応
二
年
八
月
二
七
日
、
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
…
ズ
が
朝
鮮
江
華
府
の
漢
江
入
口
封
鎖
令
を
宣

言
し
、
こ
れ
を
日
清
両
国
駐
在
仏
公
使
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
両
国
政
府
に
伝
達
し
た
こ
と
を
備
矢
と
す
る
。
以
後
ロ
ー
ズ
の
乗
艦
ラ
ゲ
リ
エ
ル

が
横
浜
に
入
港
し
、
朝
鮮
遠
征
の
詳
報
は
、
横
浜
外
字
紙
に
載
せ
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
一
方
、
慶
応
二
年
一
一
月
二
三
日
、
対
馬
藩
か
ら
も
幕
府
へ
上
申
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
か
ら
か
一
二
月
二
三
日
、
幕
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
「
対
州
表
御
用
」
の
た
め
、
外
国
奉
行
井
上
備
後
守
の
対
馬
派
遣
を
決
定
し
た
。
続
い
て
同
二
七
日
に
は
釜
山
の
東
莱
倭
館
で
集
め
ら
れ
た

情
報
が
、
宗
対
馬
守
家
来
吉
川
主
計
か
ら
老
中
板
倉
に
報
告
さ
れ
た
。
幕
府
は
早
く
か
ら
情
報
を
得
、
朝
鮮
と
仏
・
米
間
の
紛
争
に
重
大
な
関

心
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
幕
府
が
朝
鮮
と
仏
・
軒
間
の
紛
争
を
調
停
す
る
た
め
に
ま
ず
着
手
し
た
の
が
、
仏
・
米
に
対
す
る
外
交
的
接
触
で
あ
る
。
慶
応
三
年

二
月
七
草
、
将
軍
慶
喜
は
大
坂
城
で
駐
日
仏
公
使
ロ
ッ
シ
ュ
を
引
見
し
た
席
で
、
朝
鮮
へ
紛
争
調
停
の
た
め
の
使
節
を
派
遣
す
る
意
向
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
⑤

こ
と
を
病
め
か
し
た
。
こ
れ
に
対
し
ロ
ッ
シ
ュ
公
使
は
「
支
那
を
万
々
一
頼
最
上
に
而
は
面
白
か
ら
ず
候
問
、
探
索
之
上
可
申
上
候
」
と
、
慎

　
　
　
　
　
　
　
⑥

斜
な
反
応
を
示
し
た
。
さ
ら
に
同
八
日
、
老
中
板
倉
ら
は
仏
公
使
ロ
ヅ
シ
ュ
の
宿
舎
を
訪
れ
、
仏
側
の
了
解
を
得
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
ロ
ヅ

シ
ュ
公
使
は
、
一
，
支
那
に
而
取
扱
候
節
老
、
都
て
北
京
在
留
佛
公
使
之
懸
に
而
、
私
塗
装
り
候
所
に
無
御
座
候
、
若
支
那
に
て
取
扱
候
尋
者
、
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⑦

口
出
し
は
不
仕
候
」
と
述
べ
、
幕
府
に
よ
る
使
節
派
遣
に
拒
絶
の
意
思
を
閉
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
幕
府
は
、
仏
側
の
冷
淡
な
反
応
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
引
き
続
き
四
月
七
日
、
今
度
は
駐
生
米
公
使
フ
ァ
ル
ケ
ン
バ
…
グ
に
対
し
、
老

中
板
倉
伊
賀
守
・
稲
葉
美
濃
守
・
小
笠
原
壱
岐
守
の
連
署
の
公
文
を
送
り
、
紛
争
調
停
の
た
め
の
使
節
を
派
遣
し
た
い
と
い
う
意
向
を
強
く
表

　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

明
し
た
。
　
＝
月
無
熱
日
、
米
公
使
は
米
国
務
長
官
シ
ー
フ
ー
ド
の
名
で
外
国
事
務
総
裁
の
小
笠
原
壱
岐
守
宛
に
園
答
を
送
り
、
そ
の
中
で

「
若
高
麗
鴬
二
て
十
分
野
言
訳
即
ち
本
書
を
な
す
こ
と
な
き
と
き
は
、
合
衆
国
の
政
府
は
如
何
し
て
其
正
当
な
る
償
を
得
平
其
恭
敬
を
失
さ
る

へ
き
ゃ
、
之
を
考
ふ
る
を
要
す
へ
し
」
と
述
べ
、
幕
府
の
紛
争
調
停
意
向
を
了
解
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
程
成
果
を
期
待
す
る
よ
う
な
気
配
で
は

な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
一
方
、
軌
鮮
政
府
は
、
仏
・
米
と
の
紛
争
に
関
す
る
真
相
を
幕
府
に
知
ら
せ
る
こ
と
に
し
、
対
罵
藩
を
通
し
て
幕
府
へ
通
報
し
て
来
た
。
慶

応
二
年
一
〇
月
一
五
直
付
の
朝
鮮
国
営
曹
参
議
よ
り
宗
対
馬
守
宛
の
書
契
は
、
い
わ
ゆ
る
丙
寅
教
難
・
蕩
蕩
洋
擾
の
背
景
よ
り
米
商
船
焼
打
ち

事
件
に
至
る
ま
で
の
経
過
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
幕
府
に
豊
年
に
対
す
る
警
戒
を
促
す
内
容
で
あ
り
、
紛
争
調
停
を
依
頼
す
る

意
味
合
い
は
含
ん
で
い
な
か
っ
た
。
こ
の
書
契
が
、
在
京
宗
対
馬
守
家
来
を
通
し
て
老
中
板
倉
傍
留
守
に
届
い
た
の
は
、
幕
府
が
す
で
に
使
節

派
遣
の
方
針
を
固
め
た
後
の
慶
応
三
年
三
月
一
三
日
で
あ
っ
た
。

　
右
の
如
く
、
幕
府
は
朝
鮮
と
仏
・
米
の
閾
を
調
停
す
る
た
め
に
、
当
事
国
と
の
外
交
的
接
触
を
通
じ
て
調
停
の
名
分
を
整
え
よ
う
と
し
た
が
、

な
か
な
か
満
足
に
値
す
る
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仏
・
米
か
ら
の
公
式
回
答
や
朝
鮮
政
府
か
ら
の
公
式
書

契
が
届
か
な
い
う
ち
に
、
幕
府
は
一
足
先
に
朝
鮮
使
節
派
遺
勲
に
乗
り
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
②
使
節
団
の
構
成
（
人
選
・
方
針
・
待
遇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
慶
応
三
年
二
月
七
B
、
幕
府
は
「
朝
鮮
派
遣
之
内
命
」
を
下
し
た
。
同
一
〇
日
老
中
板
倉
は
、
外
国
奉
行
平
山
図
書
頭
敬
忠
（
四
月
に
若
年
寄

並
．
外
国
総
奉
行
に
叙
任
）
を
朝
鮮
派
遣
使
節
団
の
正
使
に
命
じ
た
。
続
い
て
三
月
一
日
、
目
付
古
賀
謹
一
郎
（
五
月
に
従
五
位
筑
後
守
に
叙
任
）
も

劃
使
に
命
じ
ら
れ
、
澗
日
付
で
平
汕
．
古
賀
両
使
節
派
遣
が
対
馬
藩
に
通
報
さ
れ
た
。
そ
の
癒
か
の
随
員
に
つ
い
て
な
、
辺
月
末
に
至
り
嶽
ぼ

120　（276）



幕末期の幕府の朝鮮政策と機構の変化（沈）

人
選
作
業
を
終
え
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
平
山
図
書
頭
は
二
月
二
五
日
、
朝
鮮
出
張
に
対
す
る
心
得
の
伺
書
を
在
京
老
中
板
倉
に
提
甘
し
た
。
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に

な
る
。
す
な
わ
ち
、
使
節
は
事
態
に
よ
っ
て
は
朝
鮮
王
命
ま
で
行
っ
て
交
渉
に
楽
る
の
で
、
信
義
と
武
威
を
共
に
備
え
な
け
れ
ば
そ
の
真
意
を

通
し
が
た
い
。
ま
た
大
砲
・
軍
艦
に
加
え
て
兵
隊
二
大
隊
を
附
属
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
、
陸
軍
お
よ
び
海
軍
奉
行
に
下
命
あ
り
た
い
（
①
）
。
使

命
は
機
密
の
事
に
属
す
る
の
で
、
そ
の
報
告
は
老
中
に
直
接
伺
う
（
②
）
。
対
馬
藩
在
住
の
朝
鮮
通
詞
の
ほ
か
、
外
国
船
と
の
交
渉
に
備
え
て
通

詞
一
名
を
連
れ
て
行
き
た
い
（
③
）
。
朝
鮮
政
府
と
の
交
渉
成
立
の
上
は
、
一
旦
帰
国
復
命
の
上
、
仏
・
英
・
米
各
国
の
了
解
を
得
て
か
ら
再
び

渡
航
す
る
。
大
体
六
ヶ
月
の
見
込
み
で
あ
る
（
④
）
。
朝
鮮
行
き
は
海
外
出
張
だ
か
ら
、
昨
冬
の
博
覧
会
派
遣
お
よ
び
今
年
正
月
の
向
山
隼
人
正

随
員
の
も
の
と
同
様
の
扱
い
に
し
て
ほ
し
い
（
⑤
）
。
万
一
交
渉
が
成
功
し
、
朝
鮮
官
人
来
日
の
場
合
に
は
急
便
で
知
ら
せ
、
兵
庫
に
暫
く
上
陸

さ
せ
る
。
平
山
・
古
賀
術
人
は
上
京
報
告
し
、
横
浜
へ
赴
き
取
扱
う
こ
と
と
し
、
兵
庫
・
江
戸
に
お
け
る
朝
鮮
人
旅
宿
費
用
な
ど
を
担
当
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

準
備
し
た
い
（
⑥
）
。
右
の
伺
書
の
項
爵
の
う
ち
、
兵
隊
を
付
属
さ
せ
る
件
に
つ
い
て
は
「
於
江
戸
表
可
掛
渡
候
」
と
さ
れ
、
ま
た
朝
鮮
官
人
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

日
の
際
の
旅
宿
は
事
前
に
用
意
す
る
と
さ
れ
、
そ
の
外
は
伺
い
通
り
承
認
さ
れ
た
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
紛
争
調
停
交
渉
を
成
功
さ
せ
る
た
め
、
武
力
行
使
の
検
討
が
打
ち
出
さ
れ
た
点
と
、
朝
鮮
へ
の
使
節
派
遣
は
欧
米

各
国
へ
派
遣
さ
れ
た
際
の
取
扱
い
に
準
じ
る
待
遇
を
求
め
た
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
こ
う
し
た
点
か
ら
、
従
来
の
対
朝
鮮
外
交
を
欧
米
的
外
交
交
渉
に
よ
る
も
の
へ
と
転
換
さ
せ
、
新
し
い
日
朝
外
交
関
係
を
構
築
し
よ
う
と
す

る
幕
府
の
意
思
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
、
四
月
七
日
在
京
老
中
稲
葉
美
濃
守
正
邦
か
ら
対
馬
藩
に
対
し
、
幕
府
役
人
平
山
・
古
賀
の
朝
鮮
へ
の
直
接
派
遣
に
際
し
て
、
情
報
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

集
と
事
前
の
通
報
・
予
備
交
渉
が
命
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
対
朝
鮮
外
交
交
渉
の
一
切
を
対
馬
藩
が
取
り
扱
っ
て
来
た
従
来
の
日
朝
外
交
の
運
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

方
式
か
ら
み
て
異
例
な
こ
と
で
あ
る
。
幕
府
使
節
が
朝
鮮
に
直
接
渡
航
し
た
例
は
な
い
。
と
す
れ
ば
右
の
動
向
は
、
幕
府
に
よ
る
対
朝
鮮
関
係

の
統
轄
を
前
提
と
し
て
、
臼
朝
外
交
関
係
を
敢
忙
し
よ
う
と
す
る
幕
府
の
動
き
と
し
て
注
目
に
値
し
よ
う
。
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③
　
使
節
派
遣
の
膠
蒼

こ
う
し
た
最
中
の
慶
応
二
年
三
尺
清
国
の
醤
に
稟
名
誉
・
八
蕃
地
」
の
征
韓
撤
す
る
聾
が
翠
雲
れ
聴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
八
戸
順
叔
の
征
韓
説
は
、
清
国
に
も
日
本
の
朝
鮮
に
対
す
る
侵
略
の
恐
れ
が
あ
る
と
注
謡
さ
れ
た
。
清
国
の
総
理
各
国
事
務
衙
門
は
礼
部
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

通
じ
、
慶
応
三
年
二
月
一
九
日
付
で
こ
の
件
を
朝
鮮
国
礼
曹
に
対
し
て
連
絡
し
、
禍
を
未
然
に
防
ぐ
よ
う
に
と
新
聞
紙
掲
載
内
容
を
添
付
し
た
。

清
国
礼
部
か
ら
の
報
に
接
し
た
朝
鮮
国
策
曹
は
清
国
礼
部
に
回
答
す
る
と
同
時
に
、
同
年
三
月
欝
欝
李
沈
応
の
名
義
で
対
罵
藩
に
「
現
有
高
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

往
討
朝
鮮
之
志
、
八
戸
順
叔
者
、
不
識
為
何
状
人
」
云
々
と
問
い
詰
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
そ
う
し
た
朝
鮮
国
か
ら
の
大
差
書
契
は
、
五
月
一
五
日
、
宗
対
馬
守
家
来
の
吉
川
治
左
衛
門
よ
り
在
京
老
中
板
倉
伊
賀
守
に
報
告
さ
れ
た
。

　
こ
の
報
告
に
接
し
た
老
中
板
倉
は
、
六
月
五
日
、
宗
対
馬
守
に
対
し
、
朝
鮮
側
に
よ
っ
て
問
わ
れ
た
八
戸
順
叔
に
関
し
て
は
、
一
応
「
無
稽

追
補
」
と
否
定
し
、
ど
こ
の
漂
流
民
な
の
か
確
認
で
き
な
い
と
い
う
説
明
だ
け
に
止
ま
っ
た
上
で
、
素
よ
り
三
月
中
に
達
し
た
通
り
、
朝
鮮
に

押
し
寄
せ
る
災
い
を
座
視
す
る
に
忍
び
な
い
か
ら
、
紛
争
を
調
停
す
る
た
め
、
仏
国
の
諒
解
を
得
て
、
使
節
を
態
々
派
遣
す
る
ゆ
え
ん
の
あ
る

こ
と
を
朝
鮮
国
礼
曹
に
伝
え
る
よ
う
、
指
示
し
た
。
板
倉
は
、
調
停
者
と
し
て
の
資
格
を
主
張
す
る
の
だ
が
、
事
実
上
、
遺
事
国
の
意
図
と
は

掛
け
離
れ
た
一
面
が
窺
え
る
。

　
続
い
て
、
六
月
六
日
、
将
軍
慶
喜
の
側
近
と
し
て
知
ら
れ
る
目
付
原
市
之
進
か
ら
も
、
返
答
書
契
案
に
つ
い
て
対
馬
藩
に
、
「
日
本
が
海
外

に
砲
艦
諸
器
械
を
求
め
冨
国
強
兵
策
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
言
説
が
流
布
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
前
置
き
し
た
上
、

「
仏
と
の
戦
闘
を
聞
い
て
、
こ
の
た
び
使
節
を
任
命
し
、
近
く
渡
海
す
る
。
そ
の
王
畿
ま
で
に
至
り
、
方
今
の
形
勢
、
宇
内
の
情
態
な
ど
、
こ

の
派
遣
使
節
の
陳
述
を
聞
け
ば
日
本
の
好
意
の
存
す
る
と
こ
ろ
が
分
り
、
偽
妄
も
氷
解
し
、
両
国
締
交
は
永
久
不
諭
な
も
の
に
な
ろ
う
」
と
述

　
　
　
⑳

べ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
週
に
付
く
の
は
、
幕
府
が
「
無
根
妄
言
偏
は
「
不
足
取
勢
門
と
言
い
な
が
ら
も
、
使
節
が
朝
鮮
国
の
首
都
に
至
れ
ば
「
浮

説
流
言
」
も
自
然
に
氷
解
す
る
と
、
使
節
派
遺
と
八
戸
順
叔
の
征
韓
説
を
結
び
つ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
対
馬
藩
は
、
同
年
八
月
、
幕
府
指
示
の
趣
旨
に
基
づ
い
て
書
契
を
作
成
し
、
丙
寅
洋
擾
に
関
す
る
回
答
書
契
と
と
も
に
朝
鮮
政
府
に
通
告
し
た
。
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以
上
で
の
考
察
か
ら
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
イ
）
　
八
戸
順
叔
の
征
韓
説
が
、
朝
鮮
と
清
国
の
両
国
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
す
こ
ぶ
る
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
の
朝
鮮
と

清
国
に
対
す
る
脅
威
が
認
識
さ
れ
た
点
は
、
明
治
維
新
後
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
日
本
・
朝
鮮
・
清
国
三
国
の
関
係
を
象
微
的
に
暗
示
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。

　
（
ロ
）
　
幕
府
は
、
使
節
派
遣
と
八
戸
順
叔
の
件
を
関
連
さ
せ
、
対
応
し
よ
う
と
す
る
動
き
を
み
せ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
慶
応
三
年
の
幕
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愁

上
海
派
遣
員
が
、
八
芦
順
叔
と
接
触
し
た
こ
と
は
、
先
の
幕
府
の
対
応
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
④
　
使
節
派
遣
の
頓
挫

　
先
述
の
慶
応
三
年
四
月
七
資
、
老
中
稲
葉
美
濃
守
は
外
国
総
奉
行
平
山
図
書
頭
・
目
付
古
賀
筑
後
守
の
朝
鮮
国
派
遣
を
朝
鮮
政
府
に
知
ら
せ

る
よ
う
対
馬
藩
に
通
達
し
た
。
対
馬
藩
は
、
即
時
朝
鮮
へ
講
信
参
徳
風
を
派
遣
し
て
釜
山
東
灘
府
と
交
渉
さ
せ
た
。
し
か
し
朝
鮮
側
で
は
「
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

例
」
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
書
契
の
奉
納
と
接
待
を
拒
絶
し
た
。
よ
う
や
く
三
ヶ
月
後
の
同
年
七
月
置
東
菊
府
使
は
講
信
参
判
使
を
接

見
し
た
が
、
同
年
八
月
、
訓
導
と
墨
差
の
名
で
、
「
凶
作
・
悪
疫
流
行
・
洋
擾
」
な
ど
を
理
由
に
、
幕
府
使
節
の
派
遣
を
拒
絶
し
て
来
た
。

　
右
の
朝
鮮
政
府
の
反
応
は
、
同
年
九
月
三
日
、
対
馬
藩
家
来
吉
川
主
計
か
ら
在
京
老
中
板
倉
に
報
告
さ
れ
た
。
老
中
板
倉
は
、
同
一
九
日
、

大
目
付
戸
川
伊
豆
守
に
対
し
、
使
節
派
遣
に
当
っ
て
「
万
事
簡
便
、
贈
物
省
略
」
の
趣
旨
を
宗
対
馬
守
家
来
に
達
し
て
置
く
こ
と
を
指
示
し
た

上
で
、
さ
ら
に
同
月
二
八
日
に
は
、
使
節
派
遣
期
日
に
つ
い
て
「
十
一
月
中
出
帆
君
恩
」
と
宗
対
馬
守
に
指
示
し
た
。

　
こ
れ
に
従
っ
て
対
馬
藩
は
、
朝
鮮
側
に
使
節
派
遣
を
重
ね
て
報
告
し
た
。
こ
れ
に
対
し
朝
鮮
政
府
は
、
す
で
に
同
年
八
月
公
式
に
拒
絶
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
再
び
通
告
す
る
の
は
き
わ
め
て
不
当
な
こ
と
で
あ
る
と
し
、
同
年
＝
一
月
二
二
臼
に
至
り
、
訓
導
・
別
差
の
名
で
厳
し
く
抗

議
す
る
書
翰
を
送
っ
て
来
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
慶
長
一
四
年
（
一
穴
〇
九
）
の
臼
酉
二
条
に
よ
る
国
交
回
復
以
後
続
け
ら
れ
て
来
た
交
隣
関
係

に
基
づ
い
た
朝
鮮
政
府
の
現
状
維
持
路
線
が
再
確
認
さ
れ
た
訳
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
朝
鮮
側
の
拒
絶
態
度
が
朋
ら
か
忙
な
る
と
、
外
国
総
奉
行
平
仙
は
、
慶
応
三
年
九
月
二
八
日
、
一
見
慨
存
の
方
針
か
ら
後
退
を
想
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⑳

わ
せ
る
よ
う
な
現
実
的
な
伺
い
を
打
ち
出
し
た
り
も
し
た
が
、
幕
府
と
し
て
は
使
節
派
遣
の
方
針
に
変
り
は
な
か
ウ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
年
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

○
月
二
臼
、
大
醤
付
戸
川
伊
豆
守
は
宗
対
馬
守
家
来
留
守
居
に
対
し
、
使
節
の
取
扱
方
に
つ
い
て
「
万
事
簡
便
」
を
指
示
し
た
。
こ
れ
を
受
け

て
同
月
四
日
・
五
日
両
日
に
わ
た
っ
て
、
対
馬
藩
家
老
仁
位
孫
一
郎
よ
り
釜
山
東
莱
倭
館
の
墨
守
お
よ
び
代
官
に
派
遣
使
節
の
待
遇
方
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
き
め
細
か
く
通
達
し
た
。
続
い
て
平
山
ら
は
、
朝
鮮
国
正
宛
の
将
軍
親
書
案
、
朝
鮮
側
が
将
軍
の
親
書
お
よ
び
説
諭
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

場
合
を
想
定
し
て
の
、
一
種
の
懲
戒
書
に
当
る
使
節
の
書
翰
案
の
和
文
・
漢
文
、
計
四
通
を
作
成
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
応
使
節
派
遣
は

大
詰
め
を
迎
え
る
よ
う
に
見
え
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
日
本
国
内
情
勢
は
急
転
す
る
。
一
〇
月
一
四
日
、
将
軍
慶
喜
は
朝
廷
に
政
権
の
返
上
を
上
奏
し
、
翌
一
五
日
朝
廷
は
大
政
奉
還

を
許
可
し
、
外
交
は
暫
く
慶
喜
に
委
任
す
る
と
の
沙
汰
を
下
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
際
し
て
幕
府
内
部
で
は
同
＝
画
塾
、
す
べ
て
の
海
外

へ
の
派
遣
は
「
公
論
一
定
」
す
る
ま
で
見
合
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
も
出
た
が
、
朝
鮮
国
へ
の
使
節
派
遣
は
す
で
に
公
式
通
告
を
出
し

た
以
上
国
内
政
情
を
理
由
に
中
止
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
の
大
勢
に
変
り
、
同
二
五
日
、
将
軍
慶
喜
は
朝
鮮
使
節
派
遣
策
に
つ
き
、
朝
廷
に

上
奏
し
た
。
す
な
わ
ち
、
調
停
交
渉
を
幕
府
主
導
に
よ
っ
て
推
進
で
き
る
よ
う
申
し
出
た
の
で
あ
る
。
ま
た
同
日
、
対
馬
藩
士
大
島
友
之
允
か

ら
も
「
此
度
和
議
御
取
扱
被
下
記
国
詰
禍
相
免
候
ハ
・
、
皇
国
之
御
徳
化
二
服
従
仕
候
御
遠
図
之
御
手
始
扁
か
ら
速
や
か
に
実
行
す
べ
き
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

る
、
と
の
口
上
書
が
朝
廷
に
提
出
さ
れ
た
。

　
右
の
両
上
書
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
朝
鮮
で
の
紛
争
発
生
が
対
馬
の
み
な
ら
ず
臼
本
の
危
機
に
つ
な
が
る
、
と
の
文
久
年
間
以
来
の

対
朝
鮮
認
識
が
こ
こ
に
も
貫
か
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ら
に
対
す
る
回
答
は
、
一
一
月
四
日
に
出
さ
れ
た
。
朝
廷
は
幕

府
に
対
し
「
是
迄
之
手
続
を
以
、
使
者
差
遣
和
議
之
儀
端
然
取
扱
候
偏
よ
う
使
節
派
遣
を
全
面
的
に
認
め
る
旨
を
伝
え
た
。
同
日
、
対
馬
藩
に

も
同
様
の
達
し
が
下
さ
れ
た
。

　
い
よ
い
よ
同
六
日
、
幕
府
の
外
国
事
務
総
裁
小
笠
原
壱
岐
守
は
使
節
平
山
図
書
頭
に
対
し
、
長
崎
に
向
け
て
出
発
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
同

二
五
日
、
平
山
・
古
賀
一
行
は
軍
艦
霊
鳥
丸
で
江
芦
を
出
発
し
て
一
二
月
一
日
大
坂
に
到
着
し
た
。
同
月
二
日
京
都
に
入
り
、
将
軍
慶
喜
に
将
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三
親
書
案
お
よ
び
使
節
書
翰
案
の
和
文
漢
文
計
四
通
を
台
覧
に
供
し
、
す
べ
て
の
処
分
に
つ
い
て
委
任
す
る
と
い
う
勅
許
を
得
た
α
し
か
し
、

情
勢
は
益
々
悪
化
の
一
路
を
辿
り
、
同
三
日
、
長
藩
兵
隊
の
摂
州
西
宮
接
近
の
注
進
に
よ
り
、
暫
く
朝
鮮
出
発
を
猶
予
、
同
九
日
王
政
復
古
、

続
い
て
の
鳥
羽
伏
見
戦
争
勃
発
と
幕
府
軍
の
敗
北
に
至
っ
た
。
幕
府
が
幕
を
閉
じ
る
と
共
に
、
幕
府
が
か
な
り
心
血
を
注
い
で
来
た
朝
鮮
使
節

派
遣
策
も
中
絶
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱
幕
府
機
構
上
の
改
編
瓦

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
幕
府
の
朝
鮮
使
節
派
遣
策
は
、
従
来
の
玄
翁
外
交
を
前
近
代
東
ア
ジ
ア
的
外
交
に
基
づ
く
も
の
か
ら
欧
米
的
外
交
に
よ

る
も
の
へ
と
転
換
す
る
方
向
の
下
で
実
行
さ
れ
よ
う
と
し
た
。
で
は
、
こ
う
し
た
試
み
は
、
幕
府
機
構
上
の
面
で
ど
の
よ
う
に
現
れ
た
で
あ
ろ

う
か
。

　
①
五
局
専
任
老
中
分
担
体
制

　
慶
応
三
年
六
月
、
慶
応
幕
政
改
革
の
一
環
と
し
て
、
老
中
の
事
務
分
担
を
明
確
に
す
る
老
中
五
局
専
任
制
が
露
盤
さ
れ
た
。
こ
れ
は
仏
公
使

の
ロ
ッ
シ
ュ
の
建
議
を
参
考
に
し
た
も
の
で
、
海
軍
・
陸
軍
・
会
計
・
国
内
事
務
と
と
も
に
外
国
事
務
総
裁
も
設
け
ら
れ
た
。

　
　
（
史
料
3
）

　
　
丁
卯
六
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
対
馬
守

　
　
壱
岐
守
事
外
麟
事
務
総
裁
被
弾
付
語
間
、
朝
鮮
国
御
用
之
儀
、
都
灘
同
寸
磁
器
談
候
、
右
時
十
日
河
内
守
殿
御
宅
江
如
例
差
上
ル
、
但
壱
岐
守
殿
ラ
モ
御

　
　
掬
上
ル

　
す
な
わ
ち
（
史
料
3
）
は
、
慶
応
三
年
六
月
一
一
日
、
先
述
の
幕
府
機
構
上
の
改
革
で
外
国
事
務
総
裁
に
任
命
さ
れ
た
小
笠
原
壱
岐
守
が
朝
鮮

国
御
用
を
取
り
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
幕
府
が
宗
対
馬
守
に
通
達
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

125　（281）



　
こ
の
よ
う
に
、
欧
米
列
強
を
相
季
に
し
た
外
交
業
務
を
総
括
す
る
外
国
事
務
総
裁
の
も
と
に
、
対
朝
鮮
外
交
業
務
を
も
同
様
に
位
置
づ
け
さ

せ
た
点
で
、
対
欧
米
外
交
に
劣
ら
ず
こ
れ
か
ら
の
対
朝
鮮
外
交
に
も
重
き
を
遣
い
で
展
開
し
て
行
き
た
い
、
と
い
う
幕
府
の
積
極
的
な
姿
勢
が

読
み
取
れ
る
。

　
②
　
以
醸
庵
の
廃
止

　
以
酊
庵
は
黒
馬
府
中
（
現
長
崎
県
下
県
郡
厳
原
町
）
に
存
在
し
た
禅
院
で
、
寛
永
一
二
年
（
八
一
三
五
）
の
柳
川
一
件
以
後
京
都
五
山
の
僧
が
輪

番
で
滞
在
し
、
朝
鮮
と
の
外
交
業
務
を
監
督
し
外
交
上
の
文
雷
を
管
掌
し
た
近
世
対
朝
鮮
外
交
関
係
史
上
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
来
た
外

交
機
関
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
寛
永
＝
一
年
か
ら
二
三
二
年
間
続
い
て
来
た
討
論
庵
輪
番
の
舗
も
、
慶
応
三
年
一
二
月
二
〇
日
、
廃
止
の
運
命
を
迎
え
る
こ
と

　
　
　
⑪

に
な
っ
た
。
五
局
専
任
老
中
分
担
体
制
の
中
心
で
首
席
老
中
で
も
あ
る
板
倉
伊
賀
守
よ
り
宗
対
馬
守
に
伝
え
た
書
状
に
は
、

　
　
（
史
料
4
）

　
　
朝
鮮
国
御
取
扱
筋
袖
網
二
付
蒲
者
兼
諏
御
規
則
も
有
之
候
処
、
以
来
夫
々
御
変
革
可
相
成
候
間
得
其
意
、
轟
今
之
御
時
勢
厚
網
弁
、
諸
事
不
拘
古
格
、
外

　
　
國
御
交
際
之
振
合
一
一
基
、
益
御
信
義
相
立
候
様
可
被
取
斗
候
、
就
而
者
以
買
繋
輪
番
御
廃
止
相
成
、
別
段
御
役
人
可
被
差
遣
候
聞
可
獲
得
其
尊
母

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
対
朝
鮮
外
交
は
当
今
の
世
界
情
勢
を
弁
え
た
上
、
諸
事
古
格
に
拘
泥
せ
ず
外
国
交
際
の
振
合
に
則
っ
て
展
開
す
る
。
よ

っ
て
以
翻
庵
を
廃
止
し
、
そ
の
代
わ
り
に
幕
府
役
人
を
直
接
派
遣
す
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
幕
府
機
構
の
改
編
や
以
穂
懸
の
廃
止
は
、
日
朝
外
交
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
の
間
接
的
掌
握
形
態
か
ら
、
幕
府
官
僚
の
直
接
派
遣
と

い
う
直
接
掌
握
形
態
へ
の
変
更
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
幕
府
に
よ
る
日
朝
外
交
＝
兀
化
の
方
向
性
が
鮮
明
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も

よ
い
だ
ろ
う
。

　
以
上
で
の
考
察
か
ら
、
慶
応
期
の
朝
鮮
政
策
の
展
開
は
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
イ
）
　
朝
鮮
で
の
朝
鮮
と
仏
・
米
間
の
紛
争
に
よ
り
、
そ
の
対
馬
・
日
本
へ
の
波
及
を
案
じ
る
幕
府
は
、
様
々
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
か
ら
の
情
報
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幕末期の幕府の朝鮮政策と機構の変化（沈）

収
集
に
よ
り
、
そ
の
対
応
策
を
模
索
し
た
末
、
慶
喜
の
将
軍
就
任
を
機
に
、
文
久
二
年
か
ら
朝
鮮
問
題
に
積
極
的
に
携
わ
っ
て
来
た
老
中
板
倉

伊
賀
守
を
中
心
に
朝
鮮
使
節
派
遣
策
を
練
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
ロ
）
，
幕
麿
は
、
紛
争
当
事
国
と
の
外
交
的
接
触
を
通
し
て
、
朝
鮮
と
仏
・
字
間
の
紛
争
を
調
停
す
る
た
め
の
十
分
な
名
分
を
得
よ
う
と
し

た
が
、
結
局
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
強
引
に
自
ら
の
使
節
派
遣
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
。

　
（
ハ
）
　
幕
府
は
、
隣
交
の
信
義
に
基
づ
い
て
、
朝
鮮
で
の
朝
鮮
と
仏
・
壁
間
の
紛
争
を
調
停
す
る
た
め
使
節
を
派
遣
す
る
と
の
外
交
的
名
分

を
打
ち
出
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
建
前
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
実
の
と
こ
ろ
は
使
節
を
朝
鮮
の
王
城
ま
で
行
か
せ
て
朝
鮮
国
王
・
政
府
に
世
界

情
勢
な
ど
を
説
明
・
納
得
さ
せ
、
朝
鮮
が
陰
本
に
紛
争
調
停
を
依
頼
し
て
来
る
よ
う
に
誘
導
調
整
し
、
さ
ら
に
は
欧
米
列
強
よ
り
先
ん
じ
て
朝

鮮
を
開
港
交
易
の
場
に
導
か
せ
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
紛
争
を
成
功
的
に
調
停
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
朝
鮮
に
影
響
力
を
及

ぼ
し
、
対
外
的
に
は
日
本
の
外
交
的
力
量
を
誇
示
、
そ
れ
を
外
交
面
・
政
治
面
で
失
墜
し
続
け
て
来
た
幕
府
の
権
威
回
復
に
生
か
し
た
い
と
い

う
目
的
が
存
在
し
て
い
た
。

　
（
二
）
　
最
も
重
要
な
の
は
、
幕
府
使
節
の
派
遣
自
体
、
同
使
節
団
の
構
成
面
、
幕
府
機
構
上
の
改
編
な
ど
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う

に
、
幕
府
が
日
朝
外
交
関
係
を
改
編
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
改
編
と
は
、
従
来
の
前
近
代
東
ア
ジ
ア
的
外
交
に
基
づ
く
も
の
を
欧
米
的

外
交
に
よ
る
も
の
へ
と
転
換
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
状
変
更
を
望
む
幕
府
の
試
み
は
、
今
ま
で
通
り
の
現
状
維
持
を
固
執
す
る
朝

鮮
側
に
と
り
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

①
丙
寅
教
難
・
附
寅
洋
擾
に
関
し
て
は
、
朴
日
根
「
大
工
君
艶
書
三
（
R
O
z
e
）

　
釧
砲
艦
政
策
州
対
墾
小
考
」
（
『
釜
出
大
學
校
論
文
集
隠
第
一
一
一
輯
、
人
文
・
鍾
會

　
科
學
篇
、
　
九
七
六
）
、
姜
在
彦
『
朝
鮮
の
撲
夷
と
開
化
』
（
一
九
七
七
、
平
凡
社
）
、

　
金
源
模
「
呈
乙
艦
隊
期
来
侵
斗
梁
憲
沫
潮
坑
戦
」
（
『
東
洋
鍛
一
一
二
輯
』
、
一
九
八

　
三
、
檀
囲
大
曲
校
東
洋
學
研
究
所
）
を
参
照
。

②
板
倉
が
老
中
職
に
再
登
用
さ
れ
た
の
は
、
後
見
職
徳
川
慶
喜
の
積
極
的
な
働
き

　
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
田
村
叢
注
⑯
著
書
、
＝
一
九
ペ
ー
ジ
。

③
　
『
中
山
忠
能
履
歴
資
料
』
八
、
三
三
八
～
三
二
九
ぺ
…
ジ
（
日
本
史
籍
協
会
編
、

　
一
九
七
四
覆
刻
、
東
京
大
学
出
版
会
）
。

④
　
　
「
朝
甜
絆
事
務
一
件
」
五
、
九
山
ハ
八
。
へ
…
ジ
。

⑤
『
江
戸
』
策
三
巻
、
四
八
八
ペ
ー
ジ
（
江
戸
闇
事
来
訪
会
続
・
大
久
保
利
謙
編

　
輯
、
皿
九
八
一
、
立
休
講
）
。
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⑥
　
同
右
四
八
九
ぺ
…
ジ
。

⑦
　
岡
右
困
九
〇
～
四
九
一
ぺ
…
ジ
。

⑧
　
「
渡
韓
一
件
」
三
、
一
一
一
六
～
二
～
七
ペ
ー
ジ
。
〔
続
通
信
全
覧
壁
面
之
部
外
航

　
門
平
山
図
書
頭
古
賀
筑
後
守
渡
島
奉
命
一
件
、
（
以
下
「
渡
韓
一
件
」
と
略
称
す
）
）
。

　
こ
れ
に
関
連
し
て
四
月
二
三
日
、
老
中
板
倉
よ
り
宗
対
馬
守
家
来
へ
米
公
使
へ
送

　
つ
た
欝
簡
の
写
が
渡
さ
れ
た
（
「
同
」
三
、
二
一
九
ぺ
…
ジ
）
。
ま
た
こ
れ
に
対
す
る

　
返
馨
が
幕
府
に
届
い
た
と
き
は
、
幕
府
が
す
で
に
政
権
を
奉
還
し
た
後
で
あ
っ
た
。

⑨
「
渡
韓
｝
件
」
五
、
二
六
八
ぺ
…
ジ
。
当
時
米
国
は
慶
応
三
年
三
月
、
駐
米
仏

　
公
使
に
「
米
仏
共
同
遠
征
隊
」
の
朝
鮮
へ
の
派
遣
を
提
案
す
る
な
ど
、
盗
聴
な
り

　
の
対
朝
鮮
外
交
戦
略
を
も
っ
て
い
た
。
前
掲
注
①
の
金
論
文
参
照
。

⑩
　
　
「
渡
韓
一
件
」
　
一
、
　
一
六
四
～
～
六
五
ペ
ー
ジ
。

⑪
徳
富
猪
一
郎
『
近
世
日
本
国
民
史
』
第
八
十
六
巻
、
二
七
ペ
ー
ジ
（
一
九
六
一
、

　
聴
事
通
信
社
）
。

⑫
門
渡
韓
一
件
」
一
、
～
八
○
～
一
八
一
ペ
ー
ジ
。

⑬
　
　
「
渡
韓
一
仙
什
」
　
一
二
、
　
一
一
　
五
ペ
ー
ジ
。
　
簡
汀
鷹
戸
』
第
一
二
巻
、
　
四
九
二
～
圏
九
五

　
ペ
ー
ジ
。

⑭
　
　
「
渡
韓
一
件
」
～
、
一
八
二
ペ
ー
ジ
。
『
江
戸
』
第
董
巻
、
四
九
五
～
陽
九
六

　
ぺ
…
ジ
。

⑯
　
こ
こ
で
言
う
欧
米
的
外
交
は
、
近
世
の
日
朝
閥
係
を
規
定
し
た
「
大
君
外
交
」

　
と
は
異
質
の
西
欧
近
代
国
際
法
秩
序
の
観
念
に
よ
り
支
え
ら
れ
た
「
万
国
公
法
外

　
交
」
を
指
す
．

⑯
「
渡
韓
　
件
」
三
、
一
＝
六
ペ
ー
ジ
。
同
様
の
趣
旨
は
四
月
二
～
臼
、
老
中
板

　
倉
よ
り
派
遺
使
節
平
山
・
古
賀
に
も
下
さ
れ
た
（
『
江
戸
』
第
三
巻
、
五
〇
九
～
五

　
一
〇
ペ
ー
ジ
）
。

⑰
　
寛
永
年
問
の
一
例
以
外
に
は
直
接
渡
航
し
た
例
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

⑯
　
　
『
清
季
中
日
韓
関
係
史
料
』
巻
二
（
中
直
近
代
資
料
編
、
民
國
六
一
年
、
近
代

　
｛
又
耕
鱗
究
所
川
）
五
～
～
五
～
一
一
ぺ
…
ジ
。
　
『
汀
一
戸
』
第
一
二
巻
、
五
一
九
～
五
一
一
〇
ペ
ー
ジ
。

⑲
　
同
右
五
四
ぺ
…
ジ
。

⑳
　
　
同
右
五
一
一
～
五
雌
一
ぺ
；
ジ
。

⑳
　
　
　
「
渡
醜
π
一
件
」
　
～
一
一
、
　
一
一
一
一
一
～
一
一
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

⑫
　
　
門
渡
韓
一
件
」
瓢
一
、
　
ニ
上
山
ハ
ペ
…
ジ
。
『
江
｝
P
』
第
一
罵
巻
、
五
一
四
。
ヘ
ー
ジ
。

⑳
〉
　
「
渡
韓
一
件
」
閤
、
二
三
〇
ぺ
…
ジ
。
『
江
芦
』
第
二
巻
、
五
～
八
～
五
一
九

　
ペ
ー
ジ
。

⑭
　
　
「
渡
韓
一
件
」
　
四
、
　
一
瓢
一
一
〇
～
一
一
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

⑳
慶
応
三
年
正
月
、
上
海
へ
派
遣
さ
れ
た
幕
使
名
倉
予
何
人
の
ほ
か
九
人
は
、
当

　
時
上
海
に
在
留
し
て
い
た
八
戸
順
叔
と
接
触
し
、
同
年
四
月
一
男
上
海
を
発
し
、

　
岡
月
六
日
横
浜
に
帰
着
し
た
。
〔
沖
田
一
「
ノ
ー
ス
チ
ャ
イ
ナ
・
ヘ
ラ
ル
ド
の
幕
末

　
時
の
呂
本
関
係
記
事
」
（
『
龍
谷
大
学
論
集
』
四
一
七
、
一
九
八
○
）
三
二
～
三
鶏
ぺ

　
ー
ジ
〕
。

　
　
八
戸
順
叔
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に

　
し
た
い
。

⑳
　
前
掲
注
⑮
に
岡
じ
。

⑳
　
「
渡
韓
一
件
」
四
、
二
三
七
～
二
三
八
ペ
ー
ジ
。

⑱
　
　
岡
右
一
一
一
一
一
ニ
ペ
ー
ジ
。

⑳
　
　
嗣
右
一
一
一
二
九
～
一
一
四
〇
・
一
一
四
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

⑳
「
渡
韓
一
件
」
五
、
二
七
ニ
ペ
ー
ジ
。

⑳
　
　
「
渡
晶
韓
一
焦
什
」
　
四
門
、
　
一
一
閃
門
「
ぺ
…
ジ
。

⑫
　
　
「
渡
韓
二
件
扁
五
、
　
二
四
山
ハ
ペ
ー
ジ
。

⑱
　
　
岡
右
一
一
二
七
～
一
一
五
一
ペ
ー
ジ
。

⑭
　
　
同
右
一
一
七
　
二
～
一
一
七
七
ペ
ー
ジ
。

⑯
　
　
同
右
一
一
五
一
一
ペ
ー
ジ
◎

⑳
　
　
同
右
二
五
七
ぺ
！
ジ
。

⑳
　

隠
圖
右
一
瓢
血
五
～
二
五
六
ペ
ー
ジ
。

⑱
　
　
「
渡
韓
～
件
」
　
四
、
　
一
ご
一
瓢
嵩
ぺ
；
ジ
。
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⑩
　
黄
膚
二
三
三
ペ
ー
ジ
ひ

⑩
　
対
馬
以
酊
庵
に
関
し
て
は
、
桜
井
景
雄
「
対
州
修
文
職
に
つ
い
て
」
（
『
禅
文
化
』

　
三
九
、
一
九
六
五
）
、
団
中
健
夫
「
対
馬
以
酊
庵
の
研
究
扁
（
東
洋
大
学
『
大
学
院

紀
要
』
二
四
、
一
九
八
七
）
に
詳
し
い
。

⑪
前
掲
注
⑳
の
桜
井
論
文
（
二
三
ペ
ー
ジ
）
・
田
中
論
文
（
隣
二
五
ペ
ー
ジ
）
で
は
、

膨
応
二
隻
二
月
に
幕
肝
が
以
酊
騒
の
廃
止
を
宗
過
食
守
に
俵
え
た
と
さ
れ
て
い

　
る
が
、
こ
れ
は
直
感
三
年
＝
～
月
二
〇
日
の
誤
り
で
あ
る
。
＝
一
月
一
九
日
か
ら

　
岡
月
二
〇
日
に
か
け
て
以
酊
庵
廃
止
の
件
に
つ
い
て
老
中
板
倉
か
ら
ほ
か
の
老

　
中
に
対
し
申
進
み
を
行
っ
て
い
る
。
「
朝
鮮
事
務
一
件
」
四
、
九
四
四
ぺ
…
ジ
。

㊥
　
「
朝
鮮
事
務
一
件
」
四
、
九
四
五
ペ
ー
ジ
。

む
　
す
　
び
　
に

幕末期の幕府の朝鮮政策と機構の変化（沈）

　
以
上
、
幕
府
側
に
重
点
を
お
い
て
幕
末
期
の
幕
府
の
朝
鮮
政
策
と
機
構
の
変
化
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
。

　
文
久
元
年
ロ
シ
ア
軍
艦
の
対
馬
占
拠
事
件
中
、
ロ
シ
ア
側
に
よ
る
朝
鮮
に
関
す
る
闘
立
っ
た
発
情
は
、
対
馬
・
幕
府
に
あ
る
程
度
の
危
機
意

識
を
与
え
、
幕
府
を
し
て
従
来
の
対
朝
鮮
外
交
関
係
の
あ
り
方
の
再
検
討
の
必
要
性
を
感
じ
さ
せ
た
。
よ
っ
て
、
文
久
二
年
四
月
、
朝
鮮
問
題

専
任
老
中
の
初
め
て
の
誕
生
と
い
う
幕
府
機
構
上
の
改
編
に
つ
な
が
っ
た
。
文
久
三
年
に
入
っ
て
対
馬
藩
の
補
助
要
求
を
機
に
朝
鮮
服
属
問
題

は
幕
閣
の
議
論
の
対
象
に
な
っ
た
が
、
朝
鮮
聞
題
専
任
老
中
板
倉
勝
静
ら
の
主
導
に
よ
っ
て
朝
鮮
服
属
政
策
が
決
定
さ
れ
た
。
文
久
三
年
に
実

行
さ
れ
な
か
っ
た
朝
鮮
服
属
政
策
は
元
治
元
年
に
持
ち
越
さ
れ
継
続
推
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
第
一
次
征
長
の
役
に
よ
る
国
内
政

局
変
換
は
幕
府
の
朝
鮮
政
策
推
進
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
朝
鮮
問
題
の
長
州
平
定
後
ま
で
の
一
時
棚
上
げ
が
決
定
ざ
れ
た
。
ち
な
み
に
、
幕
府

内
部
よ
り
今
後
の
対
朝
鮮
外
交
展
開
に
つ
い
て
幕
府
主
導
に
よ
る
朝
鮮
開
港
交
易
政
策
へ
の
見
通
し
が
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
慶
応
期
の
朝

鮮
政
策
展
開
と
関
連
し
て
み
る
際
に
注
目
に
値
す
る
。
慶
応
二
年
朝
鮮
で
の
朝
鮮
と
仏
・
米
間
の
紛
争
は
、
早
く
か
ら
幕
府
に
注
目
さ
れ
、
そ

の
対
応
策
を
模
索
し
た
末
、
老
中
板
倉
を
中
心
に
し
て
紛
争
調
停
の
た
め
の
朝
鮮
使
節
派
遣
策
を
練
り
、
慶
喜
の
将
軍
就
任
を
機
に
本
格
的
に

取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
最
終
的
な
目
的
は
、
朝
鮮
よ
り
日
本
へ
の
紛
争
調
停
依
頼
に
よ
り
朝
鮮
へ
開
国
通
商
を
試
み
よ
う
と
す
る
欧

米
列
強
に
先
立
っ
て
朝
鮮
を
開
港
交
易
の
場
に
導
き
出
そ
う
と
す
る
点
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
朝
鮮
使
節
派
遣
策
を
通
し
て
明
る
み
に
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出
た
日
朝
外
交
関
係
の
改
編
は
、
幕
府
機
構
上
の
改
編
（
朝
鮮
問
題
専
任
老
中
の
誕
生
、
外
国
薯
務
総
裁
に
よ
る
朝
鮮
外
交
取
扱
、
以
酊
庵
の
廃
止
に
代

わ
ゑ
蓮
府
官
僚
の
直
接
派
遣
）
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
日
朝
外
交
の
改
編
（
政
策
・
機
構
）
は
、
三
つ
の
点
で
歴
史

的
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
は
、
幕
府
に
よ
る
日
朝
外
交
一
元
化
の
方
向
性
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
第
二

は
、
爵
朝
外
交
関
係
を
従
来
の
前
近
代
的
東
ア
ジ
ア
外
交
か
ら
欧
米
的
外
交
へ
の
転
換
を
貿
指
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
第
三
は
、

近
世
の
日
朝
交
隣
外
交
か
ら
逸
脱
し
た
朝
鮮
服
属
（
征
韓
）
外
交
の
下
で
実
行
に
移
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
本
稿
で
は
、
近
世
か
ら
近
代
へ
の
転
換
期
で
あ
る
幕
末
期
に
お
け
る
対
朝
鮮
外
交
を
検
討
し
て
来
た
が
、
幕
府
側
に
重
点
を
お
い
た
あ
ま
り
、

対
馬
誤
写
の
論
理
・
立
場
に
つ
い
て
は
十
分
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
明
治
初
期
の
問
題
を
も
含
め
て
追
っ
て

検
討
し
た
い
。
ま
た
近
代
の
日
朝
関
係
を
考
え
て
行
く
上
で
も
う
一
つ
落
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
、
明
治
初
期
の
使
節
派
遣
策
と
そ
れ
に
続

く
日
朝
交
渉
の
雑
題
で
あ
る
。
即
ち
、
対
馬
藩
・
明
治
政
府
か
ら
の
一
連
の
使
節
派
遣
と
日
朝
交
渉
を
通
し
て
現
れ
る
日
本
・
対
馬
・
朝
鮮
間

の
矛
盾
．
対
立
の
再
検
討
は
、
明
治
政
府
の
対
朝
鮮
外
交
の
性
格
と
日
朝
外
交
一
元
化
の
農
開
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
明
治
六
年
の
「
征
韓
論
争
」
の
問
題
を
解
く
も
う
一
つ
の
鍵
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
種
の
研
究
は
、
田
保
橋
潔
の
『
近
代
日
鮮
関
係
の
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

究
』
発
表
以
来
、
近
年
に
な
っ
て
同
書
を
踏
ま
え
て
の
若
干
の
研
究
が
な
さ
れ
、
一
定
の
進
展
を
見
せ
て
い
る
と
は
言
え
、
必
ず
し
も
十
分
と

は
思
わ
れ
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
①　
近
年
、
明
治
穴
年
の
「
征
詳
論
」
を
め
ぐ
る
学
界
論
争
は
、
同
年
の
現
実
藩
閥

　
致
治
に
拘
り
過
ぎ
た
あ
ま
り
、
明
治
穴
年
に
驚
る
ま
で
の
日
本
・
対
馬
・
朝
鮮
問

　
の
問
題
を
抜
き
に
し
た
嫌
い
が
あ
る
。

②
例
え
ば
、
上
野
（
d
）
は
じ
め
に
注
④
論
文
、
荒
野
奏
典
「
明
治
維
新
期
の
日
朝

　
外
交
体
鰯
『
一
元
化
』
問
題
」
（
『
近
世
周
本
と
東
ア
ジ
ア
』
第
二
章
、
一
九
八
八
、

　
東
京
大
学
出
版
会
）
、
高
橋
は
じ
め
に
注
②
論
文
・
岡
氏
「
維
新
政
府
の
朝
鮮
政
策

　
と
汰
戸
孝
允
晶
（
『
人
文
論
集
も
第
一
工
ハ
巻
銘
一
．
一
一
琴
、
｝
九
九
◎
V
。

〔
付
記
〕
　
本
稿
脱
稿
（
一
九
九
三
年
一
月
）
後
に
、
木
村
直
也
「
網
田
の
日
朝
関
係

　
と
征
韓
論
」
（
『
歴
史
評
論
』
五
一
六
、
一
九
九
三
年
四
月
）
・
「
雪
面
に
お
け
る
日

　
朝
関
係
の
転
園
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
六
五
一
）
を
見
た
。
対
馬
蕪
…
側
の
日
朝
外
交
・

貿
易
へ
の
関
わ
り
を
強
調
し
た
も
の
で
、
本
稿
と
重
な
る
部
分
も
少
な
く
な
い
。

　
是
雰
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
京
都
大
禦
大
学
税
便
京
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The　Policy　of　the　Tokugawa　Government

toward　Korea　and　the　Reorganization　of

the　Government　System　during　the　Last

　　　　　Days　of　the　Tokugawa　Regime

by

SmM　Gi　Jae

　　ThSs　paper　attempts　to　iiivestigate　JtapaB’s　diplomatic　policy　toward’

Korea　during　the　closing　days　of　the　To1〈ugawa　regime，　the　transitlomar

stage　from　the　later　medieval　period　to　the　modern　period，　with　speciail

emphasis　on　the　course　of　development　and　the　nature　of　the　govern一一

menes　Korean　policy　as　well　as　the　reorganizaeion　of　the　system．

　　Fir＄t，　the　author　shows　that　the　Korean　policy　of　Japan　during　this・

period　was　not　consistent，　and　underwent　some　changes．　Froin　the　third’

year　of　Bunkyu文久，　to　the　first　half　of　the鉦st　year　of　Genji元治，　the

govermnent　continued　promoting　a　policy　of　subjugating　Korea．　During’

the　second　half　of　the　first　year　of　Genji，　however，　the　poiicy　was　recon一・

sidered。　In　the　third　year　of　Keio慶応，　the　govemment　adopted『a　policy．．．

of　opening　1〈orea　to　trade　with　Japan，　a　revivai　of　the　previous　subjugation，

policy．　Furtherinore，　the　author　gives　attention　to　the　fact　that　Itakura．

Katsukiyo板：倉勝静，　a　Roju（Tokugawa　governmeRt　m圭n量ster），Played　an

important　role　in　the　process　of　makin．cr　policy　towarcl　Koreac．

　　Secodly，　the　author　reveals　that　during　this　period　unprecedented　re一一

ferms　were　made　in　the　Tol〈ugawa　governmenes　organization　in　chaege　of

K：Grea：the　establishment　of　a　post　of　Roju圭n　exclusive　cllarge　of王（orea，，

the　management　of　Korean　affairs　by　the　president　of　foreign　affairs・

外国事務総裁，and　the　abolition　of　Iteian以配庵（an　butpost　of　the． №盾魔?・

rnment　situated　on　Tsushima　island），　which　was　replaced　by　governihent．

oracials　dlspatched　to　Korea．

　　These　modificatiGns　in　Japanese－Korean　diplomatic　relations　sLiggest　a

simplincation　of　policy　a2med　at　the　subjugation　of　Korea，　and　a　chaBge・

from　a　traditional　pre－modern　East－Asian　diplomacy　to　a　western　style：

diplomatie　policy．
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